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１．はじめに 
 平成１５年１月の新年会兼総会で幹事長にご指

名いただき、４月１日に幹事長に就任して以来、

半年が経過致しました。ご指名頂いた当初は、こ

れまで歴代の幹事長が行ってきたような例年通り

の会務運営を適切にこなしていくことができるか

どうかが一番の心配事でしたが、実際に４月から

スタートしてみると、諸々の仕事は各作業部会幹

事が中心となり全て滞りなく、また重要決定事項

には幹事会や常任幹事会が良好に機能し、今さら

ながら、ＰＡ会の豊富な人材と強い組織力を実感

しております。このように、優秀かつ有能な作業

部会幹事の先生方と常任幹事等のベテランの先生

方のおかげで、今まで通常の会務運営を無事行っ

てくることができたことを深く感謝致しておりま

す。 
          （中略） 
 
２．幹事会について 
 ＰＡ会の幹事会は、幹事長、幹事長代行、副幹

事長、相談役、幹事相談役、常任幹事、作業部会

幹事からなりたっており、毎月１回幹事会を開催

し、そこでＰＡ会としての諸々の決定がなされま

す。また、本年度も昨年度と同様に、ＰＡ会の将

来を担う若手会員に幹事会の雰囲気を知っていた

だくため、各作業部会の部会長にも幹事会に出席

していただいております。 
 昨年度初めて導入された各作業部会の部会長の

幹事会への参加は、これまでの長年の幹事会の雰

囲気を一変させ、今後の幹事会の若返りを加速さ

せるものと思われます。また、目をみはる近年の

弁理士試験合格者の増加傾向からしても、今後も、

若手会員の声を会務に大いに反映させてまいりた

いと考えております。そんな中、本年度幹事長と

して、しっかりした意見とＰＡ会に対する参加意

欲をもった多数の若手会員と触れる機会を得、Ｐ

Ａ会の未来に明るい光を感じ取ることができまし

た。そのような先生方には、是非、今後積極的に

幹事会に参加して頂ければと願っております。 
 
３．本年度の活動状況 
 本年度のＰＡ会の運営にあたっては、日本弁理

士会役員の選挙（「秋の陣」）を控え、会の活性化

および組織力の強化こそが肝要であると考えてお

ります。この点については歴代の幹事長もおそら

く心を砕かれ、特にいまさら強調することでもな

いと思いますが、先にも触れた近年の弁理士試験

合格者数の急激な増加は、これまでのＰＡ会、ひ

いては日本弁理士会の健全な運営を脅かすもであ

り、これまで以上に現会員と合格者に対しＰＡ会

の魅力をアピールし、会の活性化と組織力の強化

に努める必要があると思います。 
 このような状況から、本年度では以下の活動に

重点をおいております。 
（１）ＰＡ会研修の充実 
 合格者の急激な増加に対処すべく、日本弁理士

会の新人研修等とは異なるＰＡ会独自の研修を実

施致しております。各研修では、それぞれ第一線

で活躍しておられるＰＡ会の先生方が講師お引き

受け下さり、感謝しております。また、それと平

行して現会員に対しても各種研修を多数提供致し

ております。本年度の研修の詳細につきましては、

研修部会幹事の鴨田哲彰先生による作業部会報告

を御覧下さい。 
 また、研修後は、ほぼ毎回、組織部会幹事の井

出正威先生が中心となり、講師を交えての親睦会

を開催致しております。 
（２）ＰＡ会情報網の整備 
 ＰＡ会会員への各種情報の伝達手段としては以

前から同報ファックスがあり、重要な情報につい

ては従来通りこの同報ファックスを使用しており

ますが、最近の電子メールの普及に伴い、本年度

当初に各人のメールアドレスのＰＡ会への積極的

登録を呼びかけました。この結果、メールを使っ

てもかなりの会員に情報を伝達することが可能と

なったことから、研修の再度の案内等にはメール



を使うようにし、経費削減に努めております。 
 また、これまで同様にＰＡ会のホームページか

らは、幹事会報告、同好会報告、各種イベントの

告知を積極的に行っております。なお、先日の弁

理士試験論文合格者に対する口述練習会の案内は、

アップと同時に満員御礼を出さなければならず、

本年度の合格者の多さをあらためて実感させられ

ました。 
（３）各種イベント 
 本年度も例年通り、祝賀会、旅行会等の各種イ

ベントを積極的に開催し、また今後も多数開催を

予定しております。詳細につきましては、企画１

部会幹事の藤谷史朗先生及び企画２部会幹事の神

林恵美子先生による作業部会報告を夫々御覧下さ

い。 
 

（４）同好会活動 
 ＰＡ会ではゴルフ、麻雀、テニス、ボーリング、

スキー、アウトドア、スクーバダイビング等、各

種同好会が設置されており、夫々活発な活動を行

っておりますが、新たな同好会の提案についても

逐次受付けております。 
  
４．おわりに 
 最後になりましたが、残りの約半年間、幹事長

として微力を尽くす所存でおりますので、会員の

皆様におかれましては、更なるご支援、ご協力を

お願い申し上げます。 
 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 日本弁理クラブ  

副幹事長挨拶 ( 抜 粋 )  
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 前年度ＰＡ会幹事長、本年度日本弁理士クラブ

副幹事長を務めさせて頂いております。 
 ＰＡ会幹事長在職時には多くのＰＡ会会員にご

協力頂きましたこと、本稿をお借りして厚く御礼

申し上げます。 
 また、本年度日本弁理士クラブ会務に際し、政

策面、人事面等で多大なご協力をいただいており

ますこと、厚く御礼申し上げます。 
 私がＰＡ会幹事長から日本弁理士クラブ副幹事

長へ移ろうとしていた冬から春先にかけて、日本

弁理士会、日本弁理士クラブ、そして、日本弁理

士クラブに所属するＰＡ会にとって大きな出来事

がありました。 
 日本弁理士クラブは、 
 春秋会、稲門弁理士クラブ、南甲弁理士クラブ、

無名会、ＰＡ会、 
 という５つの会派から構成されており、その総

数は２０００名を上回ります。 
 ＰＡ会をはじめとする５つの会派に所属する会

員は、等しく、日本弁理士クラブの会員であると

いう認識の向上、５つの会派の結束、それが本年

度日本弁理士クラブ執行部に課せられた最大の課

題であると考えます。 

 この課題をいかにして解決するのか、本年度日

本弁理士クラブ執行部は検討／模索しています。

そして、旅行会、ボーリング大会等の恒例行事だ

けでなく、本年度は特定侵害訴訟代理業務試験前

研修兼答案練習会、実務系研修会を実行しました。

また、５つの会派に所属する会員を把握可能な名

簿データを作成しました。今後も日本弁理士クラ

ブとしての独自性を有する事業を企画、実行し、

また、日本弁理士クラブとしての情報／資料を作

成していきたいと考えています。 
 
 最後になりましたが、本年度日本弁理士クラブ

執行部では、任期変更を検討しております。従前

は、日本弁理士会役員等と同じく４月１日～３月

３１日の任期であったところ、これを２月１日～

１月３１日に変更しようとするものです。この変

更は、２ヶ月前倒しして執行部を立ち上げること

により、翌年度日本弁理士会委員会への委員作業

を円滑にする等、今まで以上に日本弁理士会を強

力にバックアップしようとするものです。近日開

催の日本弁理士クラブ総会において提案させて頂

く予定ですので、ご理解・ご協力をよろしくお願

いいたします。 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

対外的な活動状況報告  
日本弁理士会副会長 大 西 正 悟 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 平成１５年度副会長として目前のことに対応す

るのが精一杯のまま、半年が過ぎました。ＰＡ会

報への掲載記事に加えて日本弁理士クラブ会報の

掲載記事の執筆依頼を受けておりますので、弁理

士会内の会務報告については日本弁理士クラブ会

報に掲載し、ここでは対外的な活動状況報告をし

ます。 
 私が参加している定期的な活動として、産業構

造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会、こ

の特許制度小委員会に属する特許戦略計画関連問

題ＷＧ（Working Group）があります。これらに

ついて内容および活動状況を以下に説明します。 
 
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 
 これはその名称から分るように、産業構造審議

会（経済産業省所管）の知的財産政策部会に属す

る委員会で、平成 14 年 9 月に第 1 回委員会を開

催して以来、今年の 9 月 8 日に第 13 回委員会ま

で開催されました。第 1 回～第 7 回（H15/3/18）
までは下坂スミ子現会長が委員として参加し、特

許審査請求料の値上げ等の審議が行われました。

第 8 回(H15/5/9)の委員会から下坂会長と交代し

て私が委員として参加しております。 
 第 8 回委員会からは議題が変わり、主として職

務発明制度の改正についての検討が行われていま

す。職務発明制度に関しては、弁理士会では昨年

度の職務発明検討委員会（本庄委員長）において

検討を行ってきており、基本的な見解をホームペ

ージ上で発表しております。ここでは､現行職務発

明規定（特許法第 35 条）の基本的理念は維持し

つつ、同 3 項の規定については「職務発明につい

ての対価請求権は合理的な契約があればこれを適

用しない」といった趣旨の改正を提案しておりま

す。 
 第 8 回委員会以降は、特許法第 35 条の廃止を

含めた改正検討が行われ､現在ほぼ意見がまとま

りつつあります。現時点では最終案は確定されて

おりませんが、特許法第 35 条第 1 項および第 2
項は維持して、「職務発明に関する特許権についの

使用者の通常実施権」および「職務発明の予約承

継」を認めるという点についてはほぼ合意に達し

ております。一方、同 3 項および 4 項については、

「権利承継に対する対価が合理的な手続きを経て

決定され、且つ対価の額が不合理でない場合には、

この決定が尊重される」という趣旨に改正する方

向で進んでいます。これについてはまだ異論もあ

り、最終的なところは変更される可能性が残され

ております。 
 
特許戦略計画関連問題ＷＧ 
 上記特許制度小委員会にいくつかＷＧが設けら

れており､現在は「特許戦略計画関連問題ＷＧ」お

よび「実用新案制度ＷＧ」が活動しております。

「実用新案制度ＷＧ」では制度の抜本的改正が検

討され、保護対象の拡大、権利期間延長、登録後

における特許への変更等が検討課題となっている

ようです。こちらは石田副会長がメンバーとして

参加しており、石田副会長を介して弁理士会から

種々の提供がなされると思いますのでそちらを参

照ください。 
 私がメンバーとなっている「特許戦略計画関連

問題ＷＧ」は、平成 15 年 9 月 2 日に第 1 回会合、

同 9 月 22 日に第 2 回会合が持たれ、10 月 21 日

に第 3 回会合が行われる予定です。このＷＧの検

討課題は、「特許戦略計画」、「知的財産推進計画」、

および「特許法等の一部を改正する法律案に対す

る附帯決議」等で検討すべきとされている課題を

中心に、迅速かつ的確な特許審査に資する制度の

見直し等について検討を行うこととなっています。

第 1 回会合では、「迅速且つ的確な特許審査によ

る、出願人のメリット、第３者のメリット、我が

国全体としてのメリットはどのようなものか」と

いうことについて議論が行われ､第 2 回会合では

補正制度の見直し、分割出願制度の見直しについ

て議論が行われました。 
 このＷＧでは、出願に際しての先行技術調査の

充実、特許審査の迅速化に向けて期待される弁理

士の役割等、我々弁理士に直接関係する議題につ

いて議論される予定で、これについては逐次種々

の媒体を介して報告致します。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 日本弁理士会  

常議員会活動報告  
常議員 中 山 健 一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
私は平成１４年度の常議員選挙で PA 会の推薦

を受けて立候補し、無投票当選させて戴きました。

お忙しい中、応援団長をはじめ熱心に選挙運動を

して戴いた方々の賜物と感謝すると共に心から御

礼申し上げます。 
本年度の常議員会は、調整委員会、第一委員会

及び第二委員会の三つの委員会から成りますが、

私は調整委員会に所属しています。といっても、

全体合同委員会が多く、既に４回開催されていま

す。 
また、本年度は弁理士会の組織及び役員制度の

あり方について、総合政策検討委員会、例規改正

特別委員会、例規委員会、と合同で審議委嘱され

ています。これらの委員会と合同で PA 会の福田

賢三先生をクループ長としてワーキンググループ

を組織して審議しており、常議員会からも議長、

副議長、第１・第２委員長が参加しています。８

月には該ワーキンググループから日本弁理士会に

おける意思決定機関の創設に関する提言が会長に

提出されています。 
現在の常議員会の主要な機能ないし職務は会則

７８条１項に規定されているように、以下の４点

となります。 
（１） 正副会長会から委嘱された事項を審議し、

及び決議すること。 
（２） 正副会長会が提出した会規又は常議員会

において必要と認めた会規の制定、改正又

は廃止に関する議案について審議し、決議

すること。 
（３） 委員会の設置に関して審議し、決議するこ

と。 
（４） 正副会長会の予算支出又は予算超過支出

に関して審議し、決議すること。 
私、個人にとっては、これだけでも任が重いよ

うに思いますが、弁理士会全体として考えると、

選挙によって選出された構成員から成る機関とし

てはその存在価値が希薄な印象を受けざるをえな

い。すなわち、現状では常議員会には意思決定機

関としての機能はなく、弁理士会の役員から成る

機関として会規制定権を有するものです。 
たしかに、会則７８条３項に規定されているよ

うに、常議員会は議長名で正副会長会に意見を述

べることができる、ものであり、常議員の先生方

にはベテランの先生方、会務に精通されている先

生方も数多くいらっしゃることから正副会長会へ

の「ご意見番」的な機能も果たし得ると思います。 
しかしながら、既に５０００名の会員を擁し、

毎年５００名前後の弁理士試験合格者が会員登録

し、１０年後には１万人の会員を擁する組織に弁

理士会がなるであろう状況からは、広く会員の意

思や意見を反映させた民主的な運営を考慮すると、

総会と正副会長会との間に一定の事項（総会決議

事項以外の事項）についての議決機関をおいても

よいように思いますし、だとすれば、選出構成員

から成る常議員会を場合によっては改廃して新し

い機関を設置することも一つの考え方かもしれま

せん。その場合には、会員の意思をいかに反映さ

せる仕組みを作るかが非常に難しくも重要な課題

となってくるのでしょう。 
因みに、他士業においても代議員的な性格を帯

びた議決機関を総会の次に位置する意思決定機関

として有しているようです。 
最後に、新米常議員としてはかなり生意気なこ

とを述べさせていただきましたが、弁理士を取り

巻く環境がダイナミック変動し、それを反映して

弁理士会の組織・運営もダイナミックに変動する

可能性がある時期に常議員となったことを認識し

つつ残りの任期を全うしたいと思いますので、今

後とも宜しくお願い致します。 
以上 

 



 
 
 
 
 
 
 
 本年度は、研修活動を充実させるために、研修部会では若手の部会員の先生方に分担して、企画およ

び実行をお願いして、有意義な研修を数多く提供できるように努めております。 
 第１回の研修のスタートは７月に入ってからと遅れてしまいましたが、１０月１０日現在まですでに

９回の研修を開催いたしました。 
 以下に、今までの活動の概略をご報告させていただきます。 
 
１．第１回特別研修 
 本年度第１回の研修を平成１５年７月１０日に開催しました。講師として、西岡邦昭先生をお迎えし、

「特許出願等の様式およびパソコン出願ソフトの主要な変更点と対応策について」ご説明いただきまし

た。 
 最初に、今年度第１回の研修ということで、本多一郎幹事長にご挨拶いただいたあと、日本弁理士会

副会長の大西正悟先生に最近の日本弁理士会の動き等をご説明いただきました。 
７月１日からの特許出願等の新様式の採用、パソコン出願ソフトのバージョンアップというトピックに

関して、西岡先生に、ポイントとなる事項を適宜ピックアップしていただきながら、改正の概要全体に

ついて的確な解説を行っていただきました。 
 特に、単に様式面ではなく、パソコン出願ソフトの基本的な考え方が変更になっているなど、単に改

正の概要を書面からみるだけでは見逃してしまうチェックポイントがいくつかあり、その点の説明は大

いに参考になったと思います。 
－講義風景－ 

   
 
２．第１回一般研修 
 本年度第１回の一般研修を平成１５年７月１６日に開催しました。講師として、前年度日本弁理士会

副会長を歴任された村田先生をお迎えし、「弁理士をとりまく環境の変化について」をテーマにご講演い

ただきました。 
 政治・行政・国際を含めた周辺の大きな流れの中で、弁理士制度が現在どのように位置づけられ、将

来的にどのように変化することが予想されるのか、さらには、変化への対応、そして、弁理士制度をわ

れわれ弁理士がどのような方向に持ってゆくべきか、大変興味深い内容を２時間にわたって講義いただ

きました。 
 研修の題目としては、難しい素材でしたが、村田先生にわかりやすく解説いただき、特に若手の先生

研 修 特 集 

平成 15 年度研修部会の 
現在までの活動報告 



には、現在の政治等の潮流の中で、われわれを巡りどのような議論がなされているのか、具体的な内容

を通じてご理解いただけたのではないかと思います。 
 講義の概要は、別紙の添付ファイルをご覧ください（一太郎形式）。 
 能力担保研修のない貴重な夕刻であり、また、日弁幹事会などの行事と重なる日程でしたが、３７名

の参加者がありました。 
 また、研修後も、組織部会の企画により、ＪＴビルにあるイタリアンレストラン「トラットリア イ 

プリミ」において、１０時半まで懇親会を開催し、多くの先生方に参加いただき、懇談の機会を設ける

ことができました。組織幹事の井出正威先生に感謝申し上げます。 
－テキスト（一部抜粋）－ 

 
３．第１回国際研修 
 第１回の国際研修を平成１５年７月２４日に開催しました。講師として、日本弁理士会研修所の講師

としても活躍されている Hogan & Hartson の David Lubitz 先生をお迎えして、テーマ「THE TOP 
FEDERAL CIRCUIT DECISIONS OF 2002」について、解説いただきました。 
 昨年の CAFC の特許に関する主要な判例について、時にはジョークを混じえた和やかな雰囲気の中、

熱心に２時間にわたって講義していただきました。具体的には、機能的クレームの解釈、experimental 
use の適用の有無、prosecution latches, utility patent 及び design patent に基づく損害賠償請求権の

重複的行使の可否、on sale bar による特許無効、Festo 判決、同判決後の Examiner’s reason for 
allowance を受領したときの注意点及び対応等につき、講義していただきました。 
 特に、各判例から見て日本の実務家として留意すべき点についても、解りやすく説明され、外国実務

に携わっている参加者にきわめて有意義な内容でした。 



－テキスト（一部抜粋）－ 

 
 
４．第１回新人研修 
 本年度第１回の新人研修を平成１５年８月１日に開催しました。研修は、初めての試みとして、特許

庁が行う審査官研修を参考に、「進歩性の判断について」というテーマでグループ討論形式により実施し

ました。 
 講師として、萩原康司先生、福村直樹先生、井出正威先生、松井伸一先生にお願いしました。 
 実際に進歩性の判断が争われた実用新案の審判事件を題材とし、２件の引用文献との対比で、当該考

案の進歩性が維持できるかどうかという観点で議論を行いました。 
 約８０分のグループ討論（各６名ずつの４グループ）では、進歩性肯定・否定の立場を各自明らかに

した上でその論理付けについて互いに議論を行い、その後、グループごとに議論の経緯・結論等を発表

するというスタイルの研修となりました。 
 素材は、「受け皿付きの棒付きアイスキャンディー」という簡単な内容でしたが、各グループとも、ク

レームからの発明の特定や進歩性の有無について見解が分かれ、活発な議論が展開されました。 
 普段の中間処理業務では、第三者の意見や考え方を「生」の形で聞く機会が少なく、今回の研修のよ

うなディスカッション形式の研修は、経験の浅い会員にとって大いに参考になったと思います。 
 また、研修後の懇親会で、渡辺望稔先生に「特許庁における審査の迅速化」に関する解説を頂き、弁

理士を取り巻く環境の変化についての具体的な説明が経験の浅い会員にとって大いに参考になりました。 



－資料（抜粋）－ 

  



５．第２回新人研修 
 第２回の新人研修を平成１５年８月２７日に行いました。特許調査のスペシャリストである鈴木利之

先生をお迎えして、「特許調査について」というテーマにて、講師による実演も取り入れた講義形式で実

施しました。 
 多くの参加者があり、参加出来なかった会員からも再度の開催を希望する声もあり、特許調査の重要

性と必要性が認知されてきていることが実感されました。 
 「特許調査における無料データベースと有料ベースの使い分け」、及び「有料データベースを使ったと

きの特許調査の秘訣」をメインのテーマとしつつ、初めに参加者から数多くの要望を聞いて、それらの

要望への回答を随所に織り交ぜながらの講義となり、とても実のある研修となりました。 
 具体的には、ＦＩ記号の重要性・その検索手法、有料データベースにおける検索式の作成手法、調査

依頼報告書の作成上の注意点等について説明いただき、初心者から経験者まで会員にとって大いに参考

になったものと思います。 
－テキスト抜粋－ 

  

６．第２回国際研修 
 第２回の国際研修を平成１５年９月１２日を開催しました。現在アンダーソン・毛利法律事務所に勤

務し、セールスポイントは「コレポン歴２０年」という神林恵美子先生をお迎えし、「知的財産実務家の

ための英文レター作成」をテーマに講演いただきました。 
 英文レターに対する心構えから、具体的な叙述に至る幅広い内容でした。特に、日本人は、外国に対

して依頼のレターを出す場合に気後れしてしまう場合があります。これに対する、神林先生の「当方が

お客なのだから」「日本人だとわかっているのだから多少の文法の間違いは相手もわかってくれる」とい

う言葉は大きな励みとなりました。 
 神林先生が作成して下さったテキストは秀逸であり、多様な具体例に富みつつ、ちょっと変わった事

例？等もあり、楽しく読むことができながら、実務の参考に大いに役立ちます。 
 また、doubt と suspect の相違等日本人が陥りやすいちょっとした知識等も説明して頂き、多くの方

にとって有意義なセミナーでした。後半の質問の時間において多くの質問が出されたことは言うまでも



ありません。 
－テキスト抜粋－ 

 
－講義風景と懇親会－ 



７．第２回特別研修 
 平成１５年９月１８日（木）に、産形和央先生、加藤朝道先生、渡辺望稔先生の３名を講師にお迎え

して、「審査基準の改訂について」と題して、審査基準における新規事項の取扱いの改訂についてご講演

頂きました。 
 なお、今回の研修は、日弁各派所属の先生方にも開放され、各会派からも多くの参加者がありました。 
 最初に、日本弁理士会特許委員会副委員長の産形和央先生に、審査基準の改正の概要を説明いただき

ながら、今後の実務への影響を検討していただきました。今回の改正で、「直接的かつ一義的な」という

新規事項にならないための要件から「一義的な」という要件がなくなる予定ですが、従来の審査基準と

新しい基準案を比較しながら、どのように実務上扱われるようになるかを具体的にご講義いただきまし

た。 
 また、審査との関係面だけでなく、新規事項の追加は無効事由になっている関係から、実務上におい

てどのように補正の範囲を検討すればよいかなどについても解説いただきました。 
 次に、現行審査基準改訂時に特許委員長をされていた加藤朝道先生より、現在の審査基準が導入され

た際の経緯から、現行審査基準の問題点を解説していただき、その観点から今後の審査基準をどのよう

にとらえていくべきかご講義いただきました。 
 その後、具体的事例について熱心な質問が参加者からあり、質問事項について、講師の先生方から丁

寧に解説いただくとともに、講師の先生方と参加者の間で検討が行われました。 
 審査基準をクリアして、補正が認められても、裁判所は明細書に記載されていた事項か否かの観点か

ら、新規事項の追加の有無を判断することから、権利化後の取扱いも含めて、補正をなしていく必要性

を十分に認識させられたことが、記憶に残っております。 
 最後に、渡辺望稔先生より、今後の知財環境の変化の中で、実務的に、審査の促進がクローズアップ

されており、弁理士が適正かつ迅速な補正手続を行っていく役割とその重要性についてご講演いただき

ました。 
－資料抜粋－ 

 



８．第３回新人研修 
 本年度第３回の新人研修を平成１５年９月２５日に行いました。今回も、第１回に引き続いて、「進歩

性の判断について」というテーマでグループ討論形式で実施しました。講師として、松田嘉夫先生、萩

原康司先生、井出正威先生にお願いしました。 
 今回は、機械の分野で実際に進歩性の判断が争われた特許の審判事件を題材とし、３件の引用文献と

の対比で、当該発明の進歩性が維持できるかどうかという観点で議論を行いました。 
 ディスカッション形式の研修も２回目になり、前回の研修に参加された方も多かったことから、各グ

ループとも初めから活発な議論が展開されました。素材は「成形品のバリ取装置」に関するもので、前

回より複雑な事例になったことから、クレームからの発明の特定の仕方によって進歩性の有無について

見解が分かれました。講師の先生方からは、発明をどのように捕らえるかという点で的確なアドバイス

を頂き、研修参加者には大いに参考になったと思います。 
 
９．第４回新人研修 
第４回新人研修セミナー（商標）報告 
 平成１５年１０月２日（木）に、講師として、大西 育子先生・神林 恵美子先生・古関宏先生をお

迎えして、商標の類否判断に関する演習形式の研修を開催しました。 
 審決例４例につき、参加者に類否が問題となった各事案の本願商標及び引用商標の態様をテキストと

してあらかじめ参加者に配布しておき、それに基づいて審査官研修の形式で、各班で討論を行いました。

各事案につき、講師の指導の下で各班の意見を集約しました。 
 討論終了後、各班の代表者が各事案についての検討結果を発表した後、各班の検討結果とその理由を

比較し、実際に出された審決例を参照しつつ、問題の所在及び最近の審決の動向等について、古関先生

に講評していただきました。また、商標経験者が少ないということから、商標に関する代表的判決につ

いても説明いただきました。 
 商標の経験が少ない参加者をはじめとして、商標を日ごろ担当する者にとっても、講師の先生方及び

他の参加者との直接の討論によって、商標への理解を深める有意義な研修となりました。 



 内容的にはご報告としては不十分なところもあると思いますが、研修自体は参加されてはじめて意義

を有するものです。 
 今後も引き続き、ＰＡ会会員の先生方が興味を持たれるテーマについて研修を企画して参ります。是

非、この特集をお読みになって興味を持たれましたら、今後の研修にご参加ください。 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

１．政策部会の概要 
政策部会は、弁理士、ＰＡ会、

日本弁理士クラブ、日本弁理士

会を取り巻く、種々の政策問題

を議論、検討しています。そし

て、政策部会の特色、メリット

として、日本弁理士会や我が国

の知的財産制度などに関する最

新の課題や問題点をタイムリー

に知ることができ、それらの資料、情報を入手し

やすく、知識経験豊富な先生方のご意見、お考え

を直に知り、論理面で自由活発に議論を戦わせる

ことができることを挙げることができます。 
平成１５年度の政策部会には４０名と多くの会

員が参加され、部会長の福田賢三先生と三上結先

生をはじめとして、ベテランの先生方とともに若

手ホープの先生方にも加わっていただいておりま

す。 
 

２．主な政策テーマ 
本年度の政策部会が議論、検討した主な政策テ

ーマは次のとおりです。 
【特許無効審判などにおける指定期間の短縮】 

答弁書の提出期間を大幅に短縮し、短期間で審

決が出るように変えようとするものです。翻訳期

間や現地代理人、在外手続者との連絡のための時

間がまったく考慮されていないようであり、特に

在外者の答弁期間を国内手続者と同程度の期間に

しようとする点など、大きな問題、影響がありそ

うです。 
【実案制度の見直し】 

特許制度と実案制度とを同時に利用できるよう

にする等の実案制度を使いやすくする工夫が必要

と考えられる。また、工業製品は将来意匠制度の

保護対象外となる可能性もあるが、工業製品の外

観等を簡易に保護する制度が必要になるとも考え

られる。工業製品の外観等の保護については、意

匠法を改正する際や新実案制度を設計する際には

考慮すべき検討事項の１つではないか。 
【構造改革特区における弁理士派遣】 

単に弁理士法の専権業務に違反するといった理

由だけではなく、人材派遣業務を行う法人が弁理

士を派遣することによって生ずる具体的な問題点

や弊害について検討し、日本弁理士会を通じて特

許庁へ提言を行いました。一方、世の中の新たな

うねりとして、経営者と士業者（資格サービス提

供者）との分離が求められ始めている兆候ではな

いかとの意見もあった。 
【日本弁理士会の新会館の取得】 

会員数増に伴い研修や会議のために大きな研修

ホールや多くの会議室も必要になり、現在の弁理

士会館では手狭となってくる。また、日本弁理士

会の渉外機能等を強化するために、役員室や応対

スペースや情報管理スペースなども新設しなけれ

ばならない。 
一方、新会館の取得方法として、購入か賃借か

は将来の返済計画も絡めてさらに議論されるべき

である。 
【日本弁理士会の組織と役員制度】 

意思決定機関と執行機関との分離が主なねらい

であると考えられ、前者を総会、理事会、常務理

事会の３階層とし、正副会長会や常議員会を発展

的に解消するという構想である。 
【日本弁理士会の支部の各地設置】 

支部を近畿、東海だけではなく全国各地に設置

し、地域での会員活動を活発化すること等をねら

っている。特に、関東や首都圏に支部を設立する

ことを当初目的としているようである。 
【日本弁理士クラブ役員の任期改定・日本弁理士

クラブ会計年度の改定】 
日本弁理士会の委員会の委員人選等を次期日弁

役員が責任をもって行えるようにする趣旨である。

日弁５会派の意見はすべて賛成であった。 
 

３．今後の展望 
政府の知的財産戦略本部が発表した「知的財産

の創造、保護及び活用に関する推進計画」の具体

化、実現のために、今後、多くの政策問題を本部

会でも検討することになる。当該推進計画実施の

ためのロードマップに対応して日本弁理士会が政

府へ提言し、また政府施策を実行する一助となり

うるように日本弁理士クラブ等を通じて本部会も

日本弁理士会を支えて行くことになる。 
したがってＰＡ会政策部会をさらに充実させる

必要があり、知的好奇心の旺盛な会員のご参加を

お待ちします。また、現・部会員の先生方には来

年度以降も引き続き参加され、電子メールによる

議論等を活発に行っていただくことをお願いいた

します。 

SEISAKU 

政 策 部 会 

狩 野  彰 



 
 
 
 

臼 井 伸 一 
 

本多幹事長からの御依頼により庶務１部会の幹

事を勤めさせていただくことになって半年が過ぎ

ようとしております。 
庶務１部会というのは、ほぼ１ヶ月に１度のペ

ースで開かれる幹事会のセッティング、すなわち、

幹事会メンバーへの案内送信と出席確認、弁理士

会館会議室の予約、夕食の弁当と飲み物の手配、

及び当日の受付と最後の戸締りというのが主な仕

事で、要するに雑用係といったところです。他の

部会のように、集中的に作業をこなさなければな

らないハードな時期があるわけではなく、また一

人で全部の作業をこなすことも可能ですが、その

反面、毎回、欠席や遅刻が原則として許されない

というのも結構つらいところがあります。 
私なぞは、これまでＰＡ会の各種活動にほとん

ど顔を出していなかったものですから、初めはメ

ンバーの方の顔と名前がわからず、大先輩の先生

方に対して受付の際に失礼をかけたこともあった

かと思います。それでも、半年（すなわち幹事会

を６回）ほどこなしてみると、メンバーの方の顔

と名前は大体一致してきましたし、大先輩の先生

方や同年代の先生方が活発に意見交換等をする場

に接していると、弁理士という職業の実態や、そ

れが社会と関わり社会に翻弄されるダイナミズム

を垣間見ることができます。 
以上のように、庶務１部会を勤めることは、特

に新進気鋭の若い方（私は何もしないうちに多少

年を重ねてしまいましたが）にとって、弁理士と

いう職業の世界を最初に覗いてみるよい機会だと

思います。グリーンＰＡの方、一度、庶務１部会

を勤めてみませんか。 
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庶 務 Ⅰ 部 会 



 
 
 
 
 
 

本年度は、担当幹事の私と部

会長の市原政喜先生の２名体制

です。庶務２部会は、会員デー

タの管理、同報ＦＡＸシステム

の管理、および会員名簿の発行

を担当しています。昨年度まで

担当していた慶弔関係は、庶務

３部会に移行しました。以下、

部会の業務を簡単に説明します。 
【会員データの管理】 主として以下の４つの業

務を行っています。 
（１）新規入会の申込を受け付けると、幹事会に

入会承認を諮ります。幹事会の入会承認を得た

後、会員データおよび同報ＦＡＸシステムに登

録します。新規入会会員には、会員名簿と会報

をお送りしています。 
（２）日本弁理士会が毎月発行するＪＰＡＡジャ

ーナルに会員の異動届が掲載されます。この中

からＰＡ会員を抽出し、異動の内容を会員デー

タおよび同報ＦＡＸシステムに反映します。 
（３）ＰＡ会のホームページ、名簿や会報に掲載

されている届出用紙などにより、随時会員から

の変更届を受け付けています。（２）と同様に、

届出内容を会員データおよび同報ＦＡＸシス

テムに反映します。 
（４）会報部会において、ＰＡ会メーリングリス

トの管理を行っています。そこで、（１）～（３）

で得られた電子メールアドレスを、定期的に会

報部会に報告します。 
【同報ＦＡＸシステムの管理】 

東洋情報システム（株）が運営する同報ＦＡＸ

システムを利用して、ＰＡ会からのお知らせ、幹

事会、作業部会、同好会の連絡を行っています。

このシステムに登録されている同報リストの管理

を行っています。上述した会員データの更新とと

もに、同報リストを更新しています。なお、本年

１１月に東洋情報システム（株）によるサービス

が停止するのに伴い、リクルート（株）が運営す

る同報ＦＡＸシステムに移行する予定です。 
【会員名簿の発行】 

上述した会員データに基づいて、毎年１回、会

員名簿を発行しています。 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

濱 中 淳 宏 

SHOMU  II 

庶 務 Ⅱ 部 会 



 
 
 
 

福 田 伸 一 
 

庶務Ⅲ部会は、本年度新設された部会です。 
とはいっても、新規な業務を行うのではなく、

ＰＡ会会員、更には日本弁理士会会員等の慶弔事

を作業する部会です。 
会員等に不幸があった場合、日本弁理士会事務

局から当部会へＦＡＸ連絡があります。事案をＰ

Ａ会慶弔規定（ＰＡ会名簿末尾掲載）に基づき処

理し、弔電、生花等により弔意を表します。あわ

せて、その旨をＰＡ会会員へ同報ＦＡＸにより報

告します。 

また、春／秋の叙勲褒章の時期には、これまた

日本弁理士会事務局からの連絡に基づき、祝電等

により祝意を表します。 
何れの作業も、時間との勝負です。特に、上記

前者の作業は、通夜、告別式の日取等をＰＡ会会

員へ連絡しなければなりませんので、一刻を争い

ます。 
ともあれ、担当幹事として、上記前者の作業が

少なくなって閑職なること（＝不幸の数が少なく

なること）を望んでいる今日このごろです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SHOMU III 

庶 務 Ⅲ 部 会 



 
 
 
 
 
 

会計部会は、ＰＡ会の会務を

運営するための財務管理を行う

部会です。本年度の部会構成メ

ンバーは、担当幹事の私のほか

に、伏見直哉先生（部会長）と

鴨田哲彰先生の合計３人となっ

ております。 
作業内容は、最初に、前年度

幹事から作業を引き継ぎ、今年

度用の銀行口座を開設して、繰越金を受領すると

ころから作業が始まります。次いで、幹事長ほか

数名の先生方にお集まりいただき、年１回の会合

が開催されます。この会合で、運営費をどのよう

にするかが決定され、運営費の寄付のお願いとい

う重要な仕事が始まります。 
封筒を準備し、お願いの書状を作成し、宛名ラ

ベルを作成し・・・、とこの作業が一番大変では

ありますが、伏見先生にも手伝ってもらい、たん

たんとこなしました。その後は、日々、郵便局か

ら送られてくる入金案内と、銀行口座への入金の

チェックです。 
おかげさまで、本年度も６００万円を上回る額

のご寄付をすでにいただいております。ＰＡ会の

会務運営に深いご理解をいただき、寄付金をお振

り込みいただきました先生方には、この場を借り

まして、深く御礼申し上げます。 
さて、皆様からお預かりしました寄付金は、各

作業部会の活動作業費、各同好会への補助金、日

弁への分担金への拠出金に利用させていただいて

おります。会計部会では、これらに伴う銀行振込

等の作業を日常業務としており、振込作業を処理

しています。今後も、この日常作業が続き、ＰＡ

会全体としての会計報告を作成の上、総会でご承

認いただくことになります。残り半年となりまし

たが、最後まで、ミスがないように細心の注意を

払っていきたいと考えております。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

KAIKEI 

会 計 部 会 

松 井 伸 一 



 
 
 
 

足 立   泉 
 
 人事部会の主な仕事は、日本弁理士会の各委員

会の委員の推薦、また日本弁理士クラブ（日弁）

に対して日弁内の各委員会の委員を推薦すること

です。この作業のほとんどは例年３月に行われま

す。尚、日本弁理士会への委員の推薦は、ＰＡ会

等各派で推薦者を挙げて日本弁理士クラブ（以下

日弁という）で調整を行い、次に日弁外の会派（連

合、西日本）との調整を行って決まるシステムに

なっています。 
 その他には、ＰＡ会幹事会に対して常議員候補

（３名又は４名）、監事候補（１名）等の役員候補

の推薦を行います。これは６月頃に行われること

となります。また、日弁の要請に基づき弁理士試

験委員の推薦や、特許庁主催審査官コース研修会

への新人会員の参加者の推薦等、その他日弁から

要請を受けた各種活動への人員の推薦を行います。 
 日本弁理士会の委員は、３月に百数十名の推薦

行う関係から、部会の開催も一時期に集中するこ

とになります。この時期が人事委員会としてはも

っとも忙しいことになります。また、日本弁理士

会の役員選挙が１１月に変更された結果、常議員、

監事の推薦期限が上述のとおり６月頃になりまし

た。その上、今年は選挙の関係で常議員候補者の

人数が急遽５名となり、協議委員会のご協力も仰

ぐこととなりましたが、特に候補にお名前の上が

った方々には、色々お手を煩わせることとなりま

した。 
 
 弁理士業務を３０年以上継続しておられる方は、

日本弁理士会の推薦により春又は秋に黄綬褒章の

受章の栄誉を受けることができますが、単純に弁

理士業務だけの功績ではなく、委員会活動並びに

役員活動等の公的活動が認められて推薦されるこ

とになります。勿論、褒章のために委員を推薦す

るわけではありませんが、会員各位にはこのシス

テムもご紹介しておきたいと存じます。 
 ともあれ、委員会活動はあくまでもボランティ

アです。最近このようなボランティア活動を躊躇

される会員が多くなるようであり、その結果必要

とされる日本弁理士会等の委員を兼任する会員が

増える傾向にあり、そのような方のご負担も増し

ております。一人の会員が一つのボランティア（委

員活動）を行えば、日本弁理士会の活動もよりス

ムーズに行えると思われます。何卒、会員各位の

ご協力を宜しくお願い致します。 
 そこで、昨年の基準に従って、人事部会は委員

長、副委員長及び委員の推薦を決めました。その

基準とは次の通りです。 
 
（１）委員長は、原則として、前年度副委員長と

して当該委員会に参加している会員。 
（２）副委員長は、会員登録５年以上で過去に当

該委員会に所属した経験のある会員。 
（３）①委員は、会員登録２年以上であること、 

②委員希望アンケートに返答された会員又

は 
③前年度当該委員会に委員として参加され

た会員 
④過去に常議員を経験された会員で、まだ

登録後３０年経過していない会員 
（４）名古屋支部の会員をバランスよく、委員会

に割り振る 
（５）原則として同一委員会へは同一事務所から

２名以内に抑える 
（６）前年度委員長は、継続性の為に委員として

残留させる 
（７）原則として一人の会員を複数委員会に所属

させない。 
 但し、希望の多い委員会もあり、また実務委員

会としての緊急の活動が必要とされる委員会もあ

りますので、このような場合にはＰＡ会の各部会

又は委員会の部会員等で活躍された経緯のある人

を優先させていただきました。 
 希望のない委員会につきましては、委員として

推薦する必要もあり、電話連絡等個別にお願いし

たケースもあります。 
 尚、委員への推薦が、会派の単位で行われてい

る関係で時として、同一委員会に同一事務所から

複数名（２・３名など）推薦されることがありま

すが、かかる状況は他の会員の委員推薦の枠を減

らすことになりますので、２名以内に抑えるよう

にお願いしたいと思います。 
 
（人事部会からのお願い）委員として推薦したも

かかわらず、委員会への出席回数の少ない会員が

いらっしゃいます。月に一度程度の委員会ですの

JINJI 

人 事 部 会 



で、なるべく出席されるようお願い申し上げます。 
 また来年になりましたら平成１６年度の委員希

望のアンケート調査を行いますので、ご協力の程

を宜しくお願い致します。
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企画Ｉ部会は、ＰＡ会の行事

のうち、春の叙勲褒章受章者祝

賀会、夏のイベント、そして秋

の弁理士試験合格祝賀会の企画

および実行を担当しています。

従来は３月のＰＡ会総会も担当

していたのですが、日本弁理士

会の選挙の時期が秋に変わった

ため、ＰＡ会新年会が新年会兼

総会兼次年度役員激励会となったので、近年は企

画 II 部会が総会を担当しています。 
今年の企画Ｉ部会は、部会長が宇都宮正明先生、

部会員が企画部会経験の豊富な松井伸一先生およ

び舟橋榮子先生、並びに来間清志先生、花村泰伸

先生、大山健次郎先生です。 
春の叙勲褒章受章者祝賀会は、今年は星野昇先

生が勲四等旭日小綬章、渡部剛先生が勲四等瑞宝

章をそれぞれ叙され、小池寛治先生が黄綬褒章を

受章され、神原貞昭先生が経済産業大臣表彰を受

賞されたので、春の叙勲・褒章受章・知財功労賞

受賞祝賀会として、去る６月２０日（金）に学士

会館にて、落ち着いた中にも和やかな雰囲気で行

われました。星野昇先生、渡部剛先生、小池寛治

先生、神原貞昭先生、おめでとうございました。 
夏のイベントは、昨年までは納涼クルーズでし

たが今年は趣向を変えて、去る８月６日（水）に

はとバスを利用し「夜の六本木ヒルズ・ロマンチ

ックビュー」を行いました。午後６時ごろに東京

駅前に近くに集合して鍜治橋駐車場からバスに乗

り、レインボーブリッジをまわって品川プリンス

ホテルでバイキング形式の夕食を食べ、再びバス

に乗って六本木ヒルズへ向かい、５２階の展望ギ

ャラリー「東京シティビュー」で海抜２５０メー

トルの眺めを楽しむというものでした。ご家族連

れの先生方も多く、楽しそうでした。ただ、展望

ギャラリーからの眺めは夜景になってしまったた

め、あまり遠くまで見えずちょっと残念でした。

ご参加の皆様、ありがとうございました。 
秋の弁理士試験合格祝賀会は、１１月２６日

（水）に、昨年と同じ飯野ビル９階のレストラン

「キャッスル」で行う予定となっており、もうす

ぐです。今年は昨年に増して多数の合格者が出る

と予想されています。ＰＡ会員の皆様こぞってご

参加下さい。また部会長並びに部会員の先生方、

準備と当日の会場運営をよろしくお願いします。 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

KIKAKU I 

企 画 Ⅰ 部 会 

藤 谷 史 朗 



神林 恵美子 

 
 
 
 
 
 

企画Ⅱ部会は、企画Ⅰ部会と

ＰＡ会の年間行事の企画と実行

を分担して担当しています。本

年度の企画Ⅱ部会は、旅行会と

新年会、そして未定ですが秋の

褒章受章者祝賀会を担当するこ

とになりそうです。本年度の企

画Ⅱ部会は、大西育子先生とい

う力強い部会長をゲットしまし

たので、女性パワーでイベントを取り仕切ってい

ます。 
旅行会は例年ですと８月に開催ですが、今年は

能力担保研修受講者を考慮して９月２７日（土）

～２８日（日）となりました。旅行会の詳細につ

いては、本誌の旅行会記事をご参照下さい。この

時期に旅行会を実行してみて判明したことですが、

９月は夏休み後で各会員はそれぞれ予定や行事が

詰まっていて、参加したくても予定が合わない、

といった声も聞かれました。何とか参加下さった

方々の中にも、用事があって２８日はゴルフや観

光を楽しむことなく東京にとんぼ返りと言った方

もいらっしゃいました。やはり例年通り８月とす

るか、あるいは寒くても行事があまりなさそうな

２月にすべきだったかも知れません。 
新年会は、昨年度は総会と日本弁理士会役員当

選者激励会を兼ねる催しでした。本年度は年内に

日本弁理士会役員当選祝賀会を行うでしょうから、

総会兼新年会になるものと思われます。いずれに

しろ、新年に相応しい華やかな催しにしたいと考

えています。 
秋の褒章受章者祝賀会は、昨年度は該当者がい

なかったために行われなかったイベントです。昨

年以前は、新年会と兼ねていたのですが、年が改

まってしまうと受賞のお祝い気分が醒めてしまう、

との過去の受賞者の声もありますし、イベントの

性質上総会と兼ねるのも不都合と思えます。 
泥縄的ではありますが、次回又は次々回の幹事

会で諮った上で、新年会、秋の褒章受章者祝賀会

のイベント内容を決定して、早々に会員皆様にご

案内差し上げるように致しますので、奮ってご参

加下さるようお願い申し上げます。 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

KIKAKU  II 

企 画 Ⅱ 部 会 



 
 
 
 
 
 

本年度は、本多幹事長より「研

修の充実化を図れ」とのご指示

があり、その期待に沿うべく、

一般研修部門、新人研修部門、

国際研修部門の３つの部門で部

会を構成し、それぞれ、岡田英

子先生、中野圭二先生、黒川朋

也先生に担当部会長をお願いし

ました。この３名の先生に、ＰＡ会の若手の先生

方に声をかけてもらい、若手中心の部会となりま

した。そして、若手の先生方が自ら発案企画し、

分担して実行する方針をとっております。 
若手が自ら参加したいと思う研修を企画するこ

とで、ＰＡ会に所属の若手の先生に興味が持て、

かつ、実のある研修を提供することができると考

えたからです。 
一般研修部門は、一定のテーマは持たず、状況

に応じて必要とされる内容を企画してもらってい

ます。第１回として、村田稔先生に「弁理士をと

りまく環境の変化について」講義していただきま

した。今後は、第２回「能力担保研修対策」、第３

回「商標のトピック」、第４回「ソフトウェア関連

発明のトピック」、第５回「特許訴訟に関するトピ

ック」、第６回「ライセンス関係のトピック」、第

７・８回「日本弁理士会実務委員会の活動報告」

を予定しております。 
国際研修部門は、国際的な活躍をしているＰＡ

会の先生方や外国代理人を講師として迎え、主と

して、海外の特許制度や外国代理人へのレター作

成など、外国関係をテーマとした研修を企画して

もらっています。第１回として、ルービッツ氏に

よる「最近のＣＡＦＣ判決」、第２回として、神林

恵美子先生による「英文レター作成」をそれぞれ

講義していただきました。今後は、第３回「米国

特許中間処理の実際」、第４回「ヨーロッパ特許中

間処理の実際」を予定しております。また、外国

代理人の方が日本を訪問された際に、適宜セミナ

ーをする予定となっております。お知り合いのア

トーニーでＰＡ会でセミナーを行いたい方をご存

じでしたら、黒川先生の方までご連絡願います。 
新人研修部門は、その名の通り、若手に実務研

鑽の場を提供することを目的とする研修を企画し

てもらっています。すでに、第１回として、萩原

康司先生、福村直樹先生、井出正威先生、松井伸

一先生を講師として、演習「進歩性の検討」、第２

回として、鈴木利之先生による「特許庁のノウハ

ウ」、第３回として、松田嘉男先生、萩原先生、井

出先生を講師として演習「進歩性の検討・機械編」

を開催しました。今後は、第４回「商標の類否判

断」、第５回「進歩性の判断・化学編」などを予定

しております。 
詳細な報告は、今回の会報で研修を特別テーマ

としていただけるということですから、そちらを

ご覧下さい。 
研修部会では、若手の先生を中心に分担制を採

用するという、今までの作業部会には見られなか

った方式を採用しました。これにより、個々人に

は時間的な負担をあまりかけずに、研修の機会を

多く設定することができています。ただ、それぞ

れが１回は研修の企画・実行を行う責任があり、

それだけでも若手にとっては十分に大変なことで

す。特に、部会長の３名の先生方には、かなりの

負担をかけてしまっています。このように、若手

が苦労して開催しておりますので、今後の研修に

大いに期待していただくとともに、是非興味のあ

る研修がありましたら、積極的に参加していただ

くよう、お願い申し上げます。 
なお、これでは、幹事は何をしているのか、と

怒られそうなので、幹事企画の特別研修として、

西岡邦明先生に「パソコン出願制度の変更」、産方

和央先生・加藤朝道先生、渡辺忘年先生に「審査

基準（新規事項の追加）の改正」について研修を

行っていただきました。また、今後も越智隆夫先

生による「ＰＣＴ制度の改正」などをテーマに適

宜開催する予定です。 
研修部会は、会員相互の親睦・研鑽を深めると

ともに、若手の先生方にＰＡ会の活動に興味を持

っていただくという、重要な任務を負っています。

とはいえ、興味が持てる・有意義な研修を継続的

に企画・実行していかなければ、その目的を達成

することはできません。今年、研修部会に参画し

てくれた多くの若手の先生方が、今後も研修部会

を盛り上げてくれて、次年度以降も、研修部会で

提案してくれたり、部会の活動ができない場合で

も研修には参加してくれたらと思っております。 
さて、最後に、おかげさまでこれまで開催した

KENSYU 

研 修 部 会 

鴨 田 哲 彰 



研修は多くの参加者があり、また、内容もとても

充実したものとなっています。また、研修後に毎

回懇親会を企画していますが、講師の先生方や若

手の先生に多く参加していただき、深夜まで盛り

上がることもあります。ひとえに企画実行してく

れた部会員の先生方、研修に参加していただきま

した先生方、講師の先生方、懇親会のお手伝いを

していただきました組織部会の井出先生をはじめ、

多くの先生方のご協力によるものといえます。こ

の場を借りて、心より感謝申し上げるとともに、

今後もご協力のほどお願い申し上げます。 
まだ、研修に参加する機会を得ていない先生方

には、是非、今後の研修に期待していただき、参

加していただきたいと思います。研修会場でお会

いできることを楽しみにしております。
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今年の組織部会は、若手弁理

士の活性化とＰＡ会のベテラン

の先生方との交流を目的に、下

記のような各種行事の企画・運

営を担当しています。 
１．グリーンＰＡ会員 

ＰＡ会では、数年前から、新

規ＰＡ会会員（弁理士登録５年

以内の会員）を『グリーンＰＡ

会員』として位置付けて、各種の特典を設定して

おります。具体的には、本年の場合、『平成１０年

１月１日以降に弁理士登録したＰＡ会員』は、全

て自動的に『グリーンＰＡ会員』となります。 
そして、『グリーンＰＡ会員』に対しては、研修

会やその後の懇親会、各種ＰＡ会イベントの参加

費について、無料あるいは割安な『グリーンＰＡ

会員』価格を設定しております。是非、『グリーン

ＰＡ会員』であることの特典を活用し、積極的に

ＰＡ会にご参加して頂ければ幸いです。 
２．研修会後の懇親会 

今年は、研修部会の活動も活発で、特に、新人

向け研修を数回にわけて行っています。 
新人研修の後は、組織部会の企画で、弁理士会

館近辺のレストラン等で懇親会を行っています。

懇親会の会費については、グリーンＰＡ会員につ

いては、無料としています。今後とも、研修会の

後には、懇親会に奮ってご参加頂ければと思いま

す。 

研修の講師の先生にも懇親会には出席して頂い

ておりますので、きっと、研修会での席上では聞

けなかったようなノウハウも教えてもらえるもの

と思います。 
３．口述模擬試験 

ＰＡ会では、ここ数年、組織部会の主催で、弁

理士試験の論文式筆記試験の合格者対象に、口述

模擬試験を開催しています。 
ここでは、最近の弁理士試験の傾向と対策に精

通しておられるグリーンＰＡ会員の先生を中心に

模擬試験官をお願いし、活躍して頂いています。 
今年は、１０月１日と２日の両日に口述模擬試

験を行い、各日１８名、両日で合計３６名のＰＡ

会の先生に快く模擬試験官の引き受けていただき、

近年で最大規模の模擬試験を開催することができ

ました。試験官としてご活躍頂いた先生には、こ

の場を借りて、あらためて御礼申し上げます。な

お、口述模擬試験の詳細については、本会報の報

告記事をご参照下さい。 
４．グリーンＰＡ会 

本年は未定ですが、組織部会では、『グリーンＰ

Ａ会員』だけを対象とした『グリーンＰＡ会』の

開催も計画しております。しかし、どんな会だと

多くのグリーンＰＡ会員の先生に興味を持っても

らえるのか、企画の立場としては、大変悩むとこ

ろです。こんな会だったら参加したいというご希

望が御座いましたら、ご遠慮なくお申し出下さい。 
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組 織 部 会 

井 出 正 威 
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中部部会は平成７年に発足して以来、８年にな

ります。発足当時は１１人のメンバーでスタート

し、そのときの代表幹事を私が務めさせて頂きま

した。その後、小西先生、五十嵐先生及び岡戸先

生が順次、代表幹事を務め、本年は、縁があって、

古巣の私が務めることになりました。現在のメン

バーは２８人となり、着実に増えています。 
当初から、新生の中部部会は、「勉強会中心」に

活動しており、その際の講師の先生は、ほとんど

東京のＰＡ会の先生にやって頂きました。素晴ら

しい講師の先生に恵まれ、我々、中部部会の会員

にとって大変有り難く感謝するとともに、ＰＡ会

には素晴らしい人材が多いことを改めて感じます。 
今年度も、既に、７月２５日に、ＰＣＴの第一

人者である越智隆夫先生に「ＰＣＴ出願の実務（２

００４年１月施行の法改正内容を含む。）」という

テーマで行って頂きました。ＰＡ会以外の５人の

先生を含めて、全体で１８人の参加者があり、盛

大に行うことができました。 
今後、更に、１１～１２月に行われる合格祝賀

会を兼ねて、柳田先生の「米国特許の実務（Ⅱ）

－特に日本と米国との特許制度の違いについて

－」の勉強会を行います。今年の３月に行われた、

柳田先生の「米国特許の実務について」に引き続

いて同先生による第２弾の勉強会です。 
来年３月頃には「ＥＰの実務」についての勉強

会を行う予定です。 
これらの勉強会及び合格祝賀会を通じて、会員

の実力を高めるとともに、東京の先生との親交も

深めて行きたいと思っています。 
また、ＰＡ会の良さを新しい先生にも理解して

もらって、会員増強も自然体で進めたいと思って

います。 
今後とも、地道に且つ自然体で勉強会を中心に

した活動を行って行きたいと思っています。 
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 会報部会は会報誌「ＰＡ」の

企画・発行と、ＰＡ会のホーム

ページの運営を担当しています。

なお、従来会報部会が担当して

いた「ＰＡ会会員名簿」の発行

は、昨年度から庶務Ⅱ部会が担

当しています。 
 本年度の会報部会員は、窪田

郁大先生（部会長）、伊藤孝美先生、岩永勇二先生、

中隅誠一先生、西岡邦昭先生、増子尚道先生、松

田嘉夫先生及び小池寛治先生です。なるべく会務

の経験が少ない若手の先生にお願いしたつもりで

す。僅かでもＰＡ会の行事に参加するきっかけに

なってくれれば幸です。 
 本年度は、会報誌の発行時期が弁理士会の定時

役員選挙運動期間中と重なりました。その関係で、

選挙に関連した記事が多く掲載されています。ま

た、本年度は研修部会の活動が活発であり、特に

若手会員を対象とした実務研修が盛んに行われて

います。そこで、研修報告を特集記事に選びまし

た。その他は、おおむね例年通りの内容の会報誌

となっています。 
 ＰＡ会のホームページにつきましては、専ら窪

田郁大先生を中心にした若い先生方に更新等をお

願いしています。最近は、会員の皆様からメール

等で様々な情報が寄せられるようになっており、

ホームページのコンテンツも充実しています。特

に各種イベントの報告などは非常に早くホームペ

ージに掲載されますので、イベントにご参加でき

なかった皆様も、ホームページを見ることによっ

てその場の雰囲気を多少は感じ取ることができる

と思います。ＰＡ会のホームページの URL は、

「 http://www.pa-kai.gr.jp/ 」です。皆様、是

非とも”お気に入り”に登録をお願いします。 
 ホームページの内容をより一層充実させるため

に、皆様からの有益情報、近況報告などを随時募

集しています。また、ホームページに対するご希

望・ご意見も歓迎しますので、会報部会宛 E-MAIL
にてお気軽にお送り下さい。アドレスは、

「 kaihou-bukai@pakai.gr.jp 」です。 
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平成１５年度ＰＡ会 

春の叙勲・褒章受章・ 
知財功労賞受賞祝賀会 

企画Ⅰ部会部会長 宇都宮 正 明 

 
 本年度は、ＰＡ会から、星野昇先生が勲四等旭

日小綬章の栄に浴され、渡部剛先生が勲四等瑞宝

章の栄に浴され、小池寛治先生が黄綬褒章の栄に

浴され、神原貞昭先生が経済産業大臣表彰の栄に

浴されました。 
 このように、叙勲・受章・受賞された先生方が

多かったので、学士会館の３２０号室を借り切っ

て、盛大な祝賀会を取り行うことになりました。

出席者は、総勢で４３名となり、例年にない大盛

況だったのではないかと思います。 
 祝賀会は、平成１５年６月２０日の正午から開

始され、幹事会相談役代表の田中正治先生に乾杯

の音頭をとって頂き、前半は歓談を中心とした和

やかな雰囲気で進みました。 
 後半は、増井忠弐先生と浅村皓先生から祝辞の

お言葉を頂き、記念品と花束の贈呈が行われまし

た。その後、叙勲・受章・受賞された先生方から

答辞のお言葉を賜わり、叙勲等にまつわる多くの

エピソードを伺うことができました。 
 ところで、学士会館の３２０号室は、結婚式の

披露宴にも使用されるような広い部屋であり、私

は、後半の司会を担当させて頂きながら、まるで

結婚式の披露宴で司会をしているような錯覚にと

らわれました。多少のビールでほろ酔い気分にな

りながらも、企画Ⅰ部会の本年度最初の行事を無

事終了することができました。
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ＰＡ会夏のイベント 

「夜の六本木ヒルズ・ 
ロマンチックビュー」報告 

企画 I 部会 部会員 来 間 清 志 

 
８月 6 日、午後 6 時に集合場所である東京駅丸

の内口に、会員の先生方やご同伴の方々がお集ま

りになられ、停留所に停車しているバスに乗り込

み、ハトバスツアーが開催されました。 
バスの中では、最初に本多一郎幹事長の御挨拶

があり、その後、バスガイドさんの説明を聴きな

がら、東京湾が一望できるレインボーブリッジを

経由して、ディナー会場となる品川プリンスホテ

ルに到着しました。 
到着後直ぐに、ホテルの前で参加者全員による

記念写真の撮影を行なってから、ディナー会場へ

向かいました。会場は１階の大きなホールで、演

奏されたハワイアン風の音楽が流れる中、ビール

やワイン等を片手に和洋食バイキング料理を食べ

ながら、和やかな雰囲気で皆様方と歓談しました。 

食事後再びバスに乗り込み、夜の都心を眺めな

がら、最後の目的地である東京の新名所、六本木

ヒルズに到着しました。 
六本木ヒルズでは、海抜 250ｍ、地上 52 階に

あり 360 度の眺望が楽しめる大展望台、東京シテ

ィビューまで、最新の高速エレベーターに乗って

一気に上がり、そこで都心の夜景を心行くまで眺

めました。そこは、ライトアップされた東京タワ

ーが非常に近くで見えるなど、眺望がすばらしく、

安らげる場所でした。 
その後は自由行動となり、現地で解散しました。 
最後に、私は妻と子供（４歳）と共に参加させ

ていただき、非常に楽しく過ごすことができ、こ

の催しのお世話係をしていただきました部会幹事

の藤谷史朗先生に対し厚くお礼申し上げます。
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平成 15 年度口述模擬試験の報告 
 

井出国際特許事務所 野 上  晃 

 
 平成 15 年 10 月１日、2 日の両日（いずれも午

後 6 時から 9 時）、東海大学校友会館（霞ヶ関ビ

ル３３階）において、平成 15 年度弁理士試験論

文式筆記試験合格者を対象に開催致しましたＰＡ

会主催の第３回口述試験模擬試験について報告さ

せていただきます。 
 
当日までの準備 
 口述模擬試験会場の手配及び試験官役の先生方

については、組織部会幹事井出正威先生のご尽力

により、会場については、上記の通り、また講師

として延べ 35 名の先生にご協力頂けることにな

りました。 
 また、講師としてご協力いただく先生方には、

事前に参考資料として口述試験過去問集（平成 12
年度～平成 15 年度）をお送りいたしました。こ

の資料は、鴨田哲彰先生よりご提供いただいたも

のです。 
 口述模擬試験の進め方については、最近の口述

試験の方式に極力合わせ、特許法・実用新案法、

意匠法および商標法のブースをそれぞれ 3 組設け

（合計 9 ブース）、各ブースに講師の先生方 2 名

に待機していただき、特許法・実用新案法→意匠

法→商標法の順に受験生がブースを移動し、講師

の先生方から模擬試験を受けることと致しました。

受験生の定員は、36 名／日×２日＝72 名、試験

時間は、1 人 10 分の予定です。 
 論文式筆記試験の合格発表のあった９月 24 日

午後、主にＰＡ会の諸先生方の事務所に口述模擬

試験開催のご案内を致しましたところ、同日より

多数の申し込みがあり、26 日に本多一郎幹事長及

び西岡邦明先生よりＰＡ会ホームページへの口述

模擬試験参加者募集記事掲載に当たって申し込み

状況のお問い合わせを頂いた時点では、既に定員

に達しているという状況でした。 
 最終的には、10 月 1 日 37 名、2 日 36 名、合計

73 名の受験生の方に口述模擬試験開始時刻等を

連絡し、11 名の方にはお断りの連絡をしました。 
 
当日の様子 

 いよいよ口述模擬試験当日、会場には、三方の

壁際にそれぞれ特許法・実用新案法、意匠法及び

商標法のブースが相互に衝立で仕切られた状態で

壁に沿って並んで配置され、会場の中央には軽食

が、一角には飲み物が用意されていました。 
 各ブースごとに、ベテランの先生と若手の先生

が組まれて講師を担当されました。受付は、井出

正威先生が担当され、オブザーバーとして本多一

郎幹事長および小池寛治先生が駆けつけてくださ

いました。 
 受験生は、両日とも１人のキャンセルもなく、

当方より連絡しておりました全員が各自の模擬試

験開始時刻 10 分前には入場されております。 
 模擬試験中、各ブースでは、講師の先生方から

受験生に対して口述試験の過去問をベースとした

問題とともに、アドリブでご自身の経験に裏付け

られた的確な問題が出題されていました。 
 また、模擬試験の講評では、講師の先生方は、

受験生に的確なアドバイスをされるとともに、励

ましの言葉をかけられていました。私も、1 日、2
日の両日意匠法の試験官を担当させていただき、

昨年は自分が受験生だったことを懐かしく思いな

がら、受験生にプラスとなるようなアドバイスを

するとともに、彼らを励ますように努めました。 
 更に、退場される受験生１人 1 人に対しても、

本多一郎幹事長、井出正威先生が励ましの言葉を

かけられていました。 
 模擬試験終了後には、講師の先生方と軽食を頂

くとともに、懇親を深める機会を設けて頂きまし

た。 
 
まとめ 
 今回の口述模擬試験は、結果として参加された

受験生延べ 73 名、ご協力頂いた講師の先生延べ

35 名を数え、ＰＡ会主催の口述模擬試験始まって

以来の最大規模となりましたが、上記のように無

事終了することができました。全体的には非常に

好評であったと思います。その後、参加された一

部の受験生からお礼のメールを頂きましたので、

以下に幾つかご紹介いたします。 



 「先日は、口述模擬試験に参加させて頂きまし

て、ありがとうございました。大変役に立つ経験

とアドバイスとを頂くことができました。」、「受験

生に自身を持たせるよう配慮されていたようです

し、いい訓練になりました。」、「昨日は PA 会主催

の口述練習会に参加させていただき、大変ありが

とうございました。練習会は初めての参加でした

が、大変ためになりました。指導していただいた

ことを参考に口述試験に無事通るように残りわず

かな日にちを頑張っていきたいと思っています。」 
 最後に、ご多忙な中試験官としてご協力頂きま

した諸先生方、資料を提供してくださった鴨田哲

彰先生、企画から当日の受付をされました井出正

威先生およびオブザーバーとしてお越し下さった

本多一郎幹事長および小池寛治先生には、厚く御

礼申し上げます。皆様、本当にご苦労様でした。 
    以上 

 
 

講師陣 
10 月 1 日（水） 
 特許法・ 

実用新案法 
意匠法 商標法 

１G 松 田 嘉 夫 先 生 
大山健次郎先生 

小 林 生 央 先 生 
鈴 木 大 介 先 生 

古 関  宏 先 生 
上 田 和 弘 先 生 

２G 伏 見 直 哉 先 生 
佐藤玲太郎先生 

花 村 泰 伸 先 生 
前 川 砂 織 先 生 

鴨 田 哲 彰 先 生 
石 戸  孝 先 生 

３G 浅 村 昌 弘 先 生 
尾 原 和 貴 先 生 

濱 中 淳 宏 先 生 
野 上  晃 

中 山 健 一 先 生 
坂 井 樹 弘 先 生 

受付： 
井 出 正 威 先 生 

 
オブザーバー： 
本多一郎幹事長 
小 池 寛 治 先 生 

 

 
 

10 月２日（木） 
 特許法・ 

実用新案法 
意匠法 商標法 

１G 越 智 隆 夫 先 生 
岩 永 勇 二 先 生 

中 野 圭 二 先 生 
本 多 昭 雄 先 生 

板 倉 忠 文 先 生 
坂 倉 夏 子 先 生 

２G 在 原 元 司 先 生 
中 隈 誠 一 先 生 

高 見  憲 先 生 
池 上 徹 真 先 生 

河 合 千 秋 先 生 
岡 田 英 子 先 生 

３G 藤 谷 史 朗 先 生 
青 木  充 先 生 

新 開 正 史 先 生 
野 上  晃 

加藤ちあき先生 
青 島 恵 美 先 生 

受付： 
井 出 正 威 先 生 

 
 
オブザーバー： 
本多一郎幹事長 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口述模擬試験の様子 
Photo 



 

平成 15 年度 
ＰＡ会旅行会報告 

企画Ⅱ部会長 大 西 育 子 

 
 今年は、９月初めまで能力担保研修があったた

め、９月２７日（土）、２８日（日）に上諏訪への

旅行会を開催しました。宿泊は、諏訪湖に面した

ホテル紅や（http://www.hotel-beniya.co.jp）で、

総勢 40 名のご参加を頂き、天候にも恵まれ、一

応（？）無事に終了いたしました。 
 今年も、昨年と同様に研修会を開催し、宴会に

先立ち、ホテル会議室にて元弁理士会副会長 渡

辺望念先生に「弁理士、弁理士会はどこへ行くの

か！」と題して、１時間程度のご講演を賜りまし

た。限られた時間の中ではありましたが、渡辺先

生には感銘深いお話を賜り、大変感謝しておりま

す。 
 セミナー終了後１８時半より２０時まで、恒例

の宴会をホテル内宴会場で行いました。宴会は、

企画Ⅱ部会幹事神林恵美子先生の司会で進行し、

幹事長本多一郎先生と協議委員長村田実先生より

ご挨拶を頂き、浅村皓先生の乾杯で盛況な宴会を

催すことができました。 
 宴会終了後は、マージャン組と歓談組などに分

かれ、散会しました。歓談組の会場はホテル内カ

ラオケルームだったせいか、カラオケと歓談で夜

中まで楽しいひとときでした。 
 翌朝は、ゴルフ組（諏訪湖カントリークラブ）

と観光組（蓼科ロープウェイ⇒マリー・ロランサ

ン美術館⇒諏訪大社上社本宮⇒北澤美術館⇒上諏

訪駅）に分かれましたが、今回も、ご多忙なスケ

ジュールのため、蜻蛉返りを余儀なくされた方が

おられました。 
 ゴルフ組は、女性の参加者の人数が例年より多

かったことが幸いしたのか、レディース組を構成

することができました。一方、観光組については、

昼食をとる予定だったレストランが中華料理のみ

であることが事前に判明し、せっかくの信州旅行

だからとの旅行社の方のご配慮で、急遽、予定を

変更し、信州そばを頂くことができました。  
 旅行当日に行われたＪＲ中央線高架化工事の終

了が予定より大幅に遅れていたために、２８日午

前中に東京へ戻られた方やゴルフ組にとっては帰

路が大変だったようです。（後になれば、これもい

い思い出となるのでしょうか？？） 
 最後になりましたが、参加者の方々には、お忙

しい中ご参加頂きまして御礼申し上げます。 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ＰＡ会運営資金に 

ご寄付いただいている先生方 

 
 
 
 
 
 
 

 

 ＰＡ会会計幹事 松 井 伸 一 

 ＰＡ会は、伝統的にその会務運営に要する費用を会員の先生方による任意のご厚意に依存しております。

会員の方々へのご寄付の依頼状は、例年ＰＡ会幹事長と会計幹事の連名で発送させていただいております。 

 

 ここに、本年度の会務運営費をご寄付いただきました先生方のお名前を掲載させていただき、ＰＡ会の会

務運営に対して賜りました深いご理解に心から御礼申し上げます。 

なお、一昨年度の会報（１９号）より、当該年度にお振り込みいただきました先生方のリストを掲載してお

ります。本年度も、平成１５年９月３０日現在までにお振り込み頂きました先生方のお名前を掲載させてい

ただきますので、その点ご了解下さい。なお、その後にお振り込みいただきました先生のお名前は、ＰＡ会

のホームページ等を通じて掲載させていただきますので、ご了承下さい。 

 最後に、新たなご寄付をお申し出下さる場合には、下記の郵便振替口座に１口５千円を目安にお振り込み

下さい。お振込には、同封の「払込取扱票」をご利用下さい。 

 

郵便振替口座番号 ００１７０－７－５３６８２０ 

加入者名     ＰＡ会 

 
 
 
阿形   明 浅井  章弘 浅村   皓 厚田桂一郎 阿部美次郎 網野  友康 

新井  孝治 飯田  岳雄 飯田  伸行 飯田  房雄 石井  陽一 石川   新 

石黒  健二 石田   純 泉   克文 一色  健輔 井出  直孝 井出  正威 

伊 東  彰 伊藤   茂 伊東  忠彦 伊東  哲也 稲垣   清 稲葉  良幸 

井上  義雄 猪股  祥晃 今村  正純 岩佐  義幸 岩田   弘 上島  淳一 

内山   充 宇都宮正明 江原   望 大家  邦久 大垣   孝 逢坂   宏 

大谷   保 大塚  文昭 大音  康毅 大西  正悟 小笠原吉義 岡田  守弘 

岡戸  昭佳 岡部  正夫 小川  順三 小川  信一 押本  泰彦 小野  尚純 

小原  二郎 影山光太郎 加古   進 柏谷  昭司 春日   譲 片桐  光治 

片山  英二 加藤  朝道 香取  孝雄 狩野   彰 鴨田  哲彰 河合  千明 

川上  宣男 川口  義雄 川崎   仁 川野   宏 木川  幸治 菊谷  公男 

菊池  武胤 草野   卓 葛和  清司 工藤  宣幸 工藤   実 久保田藤郎 

黒川  朋也 桑原  英明 小池  寛治 神津  尭子 國分  孝悦 小 島 清 路 

児玉  喜博 後藤  政喜 小西  富雅 小橋  正明 小林  英一 小林  純子 

小林十四雄 小山  欽造 櫻木  信義 佐々木聖孝 佐藤  正美 佐藤  祐介 

佐野  邦廣 市東   篤 品川  澄雄 治部   卓 清水  徹男 清水  初志 

杉浦  正知 杉光  一成 杉村  興作 杉本  博司 杉本  文一 鈴木  一弘 

鈴木  利之 鈴木  秀雄 鈴木   学 須田  正義 関   正冶 蔵合  正博 



曾我  道照 高梨  範夫 竹内  澄夫 舘石  光雄 田中  敏博 田中  正治 

田中  義敏 谷田  拓男 谷   義一 土屋   勝 寺崎  史朗 鴇田   將 

中嶋  重光 中 平  治 永田武三郎 西尾   章 西岡  邦昭 二宮  正孝 

野末  寿一 野中  克彦 乗松  恭三 萩野   平 萩原  康司 萩原  亮一 

長谷川哲哉 平木  祐輔 平田  忠雄 広瀬  和彦 福田  賢三 福村  直樹 

藤井  幸雄 藤野  清也 伏見  直哉 舟橋  榮子 星野   昇 細江  利昭 

本多  一郎 増井  忠弐 升永  英俊 松井  伸一 松井  光夫 松田  嘉夫 

松永  宣行 三浦  邦夫 三浦  祐治 三浦  良和 水野  昭宣 三宅  正夫 

宮越  典明 村田   実 森田   寛 森山   隆 安井  幸一 柳澤  孝成 

柳田  征史 山内  梅雄 山下  穣平 山田  正紀 山田  隆一 山本   忠 

湯本   宏 吉井  参也 吉田   功 吉村   悟 米元  直幸 若田  勝一 

渡辺  一雄 渡邊   敏 渡部   剛 渡辺  勝徳 渡辺  望稔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



叙勲・褒章受章者（昭和37年以降）

秋　元　不二三

田 代 久 平

中　松　澗之助

森 　 武 章

湯 浅 恭 三

湯 川 　 龍

浅 村 成 久

小　川　潤次郎

竹 田 吉 郎

黒 川 美 雄

中 島 喜 六

松 野 　 新

足 立 卓 夫

清 瀬 三 郎

原 　 増 司

高 橋 修 一

笠 石 　 正

大 条 正 義

伊 藤 　 貞

沢 田 勝 治

小 橋 一 男

飯 田 治 躬

田 丸 　 巌

中 島 和 雄

味 田 　 剛

山 本 　 茂

昭37　秋

昭42　秋

昭38　秋

昭44　春

昭40　秋

昭42　秋

昭39　秋

昭39　秋

昭46　秋

昭39　秋

昭41　秋

昭43　秋

昭43　秋

昭49　春

昭45　春

昭45　秋

昭46　春

昭46　秋

昭53　秋

昭47　春

昭47　春

昭47　秋

昭56　秋

昭48　秋

昭57　秋

昭48　秋

昭49　秋

昭55　春

昭50　秋

昭50　秋

昭50　秋

昭51　秋

昭51　秋

昭52　春

昭52　春

黄綬

勲五双光旭日

藍綬

勲四瑞宝

藍綬

勲二瑞宝

黄綬

紺綬

勲三瑞宝

黄綬

藍綬

勲四旭日小

黄綬

勲五瑞宝

勲五瑞宝

勲五瑞宝

勲四瑞宝

黄綬

勲五瑞宝

勲二瑞宝

勲二瑞宝

紫綬

勲四旭日小

藍綬

勲四瑞宝

紺綬

黄綬

勲五瑞宝

勲四瑞宝

藍綬

黄綬

勲五瑞宝

勲五瑞宝

勲三瑞宝

勲三瑞宝

田 中 博 次

柴　田　時之助

海老根　　　駿

近 藤 一 緒

秋 沢 政 光

曽 我 道 照

吉 藤 幸 朔

小 山 欽 造

小 川 一 美

入 山 　 実

矢 島 鶴 光

野 間 忠 夫

磯 長 昌 利

三 宅 正 夫

吉 村 　 悟

池 永 光 彌

光 明 誠 一

高 田 　 忠

小 林 正 雄

戸 村 玄 紀

西 村 輝 男

渡 辺 総 夫

大 条 正 義

小 山 欽 造

松 原 伸 之

桑 原 尚 雄

中 村 　 豊

田 坂 善 重

網 野 　 誠

岡 部 正 夫

小 橋 一 男

青 野 昌 司

大 野 善 夫

三 宅 正 夫

田 中 正 治

昭52　春

昭52　秋

昭53　春

昭53　秋

昭54　春

昭54　春

昭54　秋

昭55　春

昭55　春

昭55　秋

昭55　秋

昭55　秋

昭56　春

昭56　秋

昭57　秋

昭58　春

昭58　春

昭58　秋

昭58　秋

昭59　春

昭59　春

昭60　春

昭61　春

昭61　秋

昭61　秋

昭61　秋

昭62　春

昭62　春

昭62　秋

昭62　秋

昭63　春

昭63　秋

平 2　秋

平 3　春

平 3　春

勲四瑞宝

黄綬

勲四旭日小

勲五瑞宝

黄綬

黄綬

勲三旭日中

藍綬

勲五瑞宝

勲三瑞宝

勲三瑞宝

紺綬

勲四瑞宝

黄綬

黄綬

勲四旭日小

黄綬

勲三瑞宝

勲五双光旭日

勲四瑞宝

黄綬

勲四瑞宝

黄綬

勲四瑞宝

黄綬

黄綬

勲四旭日小

勲四瑞宝

勲四旭日小

藍綬

勲四瑞宝

勲四瑞宝

黄綬

勲五双光旭日章

黄綬



岩 田 　 弘

鈴 木 秀 雄

杉 村 興 作

森 　 　 徹

柳 田 征 史

土 屋 　 勝

湯 本 　 宏

岡 部 正 夫

久保田　藤　郎

増 井 忠 貳

松 原 伸 之

安 達 　 功

菊 池 武 胤

星 野 　 昇

渡 部 　 剛

小 池 寛 治

清 水 徹 男

宇 佐 美 利 二

平11　春

平11　春

平11　春

平11　秋

平12　春

平12　秋

平12　秋

平13　春

平13　春

平13　春

平13　秋

平14　春

平14　春

平15　春

平15　春

平15　春

平15　秋

平15　秋

勲三瑞宝

黄綬

黄綬

黄綬

黄綬

黄綬

黄綬

勲三瑞宝

黄綬

黄綬

勲五双光旭日

勲四旭日小

黄綬

勲四旭日小

勲四旭日小

黄綬

勲 旭日双光

勲 瑞宝

清 水 徹 男

野 間 忠 夫

今 誠

佐々木　清　隆

羽 生 栄 吉

石 川 長 寿

秋 沢 政 光

緒 方 園 子

安 井 幸 一

瀬 谷 　 徹

冨 田 　 典

大 塚 文 昭

野 口 良 三

浅 村 　 皓

江 原 　 望

松 隈 秀 盛

長谷川　　　穆

吉 村 　 悟

村 松 貞 男

村 木 清 司

末 野 徳 郎

河 野 　 昭

桑 原 英 明

須 賀 総 夫

平 田 忠 雄

阿 形 　 明

平 3　秋

平 3　秋

平 4　秋

平 4　秋

平 4　秋

平 4　秋

平 5　春

平 5　秋

平 5　秋

平 6　春

平 6　春

平 6　春

平 6　秋

平 7　春

平 7　春

平 7　春

平 7　秋

平 8　春

平 9　春

平 9　春

平 9　秋

平 9　秋

平 9　秋

平10　秋

平10　秋

平10　秋

黄綬

黄綬

勲四旭日小

勲四旭日小

勲五瑞宝

黄綬

勲四瑞宝

黄綬

黄綬

勲四旭日小

勲四瑞宝

黄綬

黄綬

藍綬

黄綬

勲四瑞宝

藍綬

勲五瑞宝

勲四旭日小

黄綬

勲四旭日小

黄綬

黄綬

黄綬

黄綬

黄綬

（注）　黄綬 ････ 黄綬褒章

　　　　藍綬 ････ 藍綬褒章

　　　　紫綬 ････ 紫綬褒章

　　　　紺綬 ････ 紺綬褒章

　　　　勲　瑞宝 ･･････ 勲　等瑞宝章

　　　　勲　旭日中 ････ 勲　等旭日中綬賞

　　　　勲　旭日小 ････ 勲　等旭日小綬賞

　　　　勲　双光旭日 ･･ 勲　等双光旭日章

　　　　勲　旭日双光 ･･ 勲　等旭日双光章

　　　　



ＰＡ会関係歴代弁理士会理事（大正５年－昭和30年） 

年 度 理    事  14年

15年

16年

17年

山 田 正 実 

山 田 正 実 

沼  正 治 

沼  正 治 

清 水 連 郎

湯 川  龍

 

杉 村 信 近

年 度 理 事 長 理    事 

昭18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

杉 村 信 近 

清 瀬 一 郎 

 

 

 

 

 

川 部 佑 吉 

 

田 代 久 平 

 

 

 

山 田 正 実 

小  川  潤次郎 

湯 川  龍

奥 山 恵 吉

沼  正 治

田 代 久 平

沼  正 治

草 場  晁

山 中 政 吉

草 場  晁

山 中 政 吉

広 田  徹

大 西 冬 蔵

田 代 久 平

広 田  徹

大 西 冬 蔵

山 田 正 実

天 谷 次 一

小 川 潤次郎

天 谷 次 一

山 中 政 吉

 

年 度 会    長 副 会 長 

大正 5

年 

6年 

7年 

10年 

11年 

 

12年 

 

13年 

 

14年 

 

15年 

昭和 2

年 

3年 

4年 

5年 

6年 

7年 

8年 

9年 

10年 

 

11年 

 

12年 

13年 

中 松 盛 雄 

中 松 盛 雄 

伊 藤  栄 

曽 我 清 雄 

猪 股 淇 清 

伊 東  栄 

伊 東  栄 

浅 村 三 郎 

飯 田 治 彦 

中 松 盛 雄 

飯 田 治 彦 

中 松 盛 雄 

清 水 連 郎 

清 水 連 郎 

伊 東  栄 

伊 東  栄 

杉 村 信 近 

中  松  澗之助 

中  松  澗之助 

浅 村 良 次 

浅 村 良 次 

山 中 政 吉 

隅  田  ■二郎 

田 代 久 平 

山 中 政 吉 

田 代 久 平 

曽 我 清 雄 

清 水 連 郎

清 水 連 郎

飯 田 治 彦

 

 

清 水 連 郎

猪 股 淇 清

 

曽 我 清 雄

 

曽 我 清 雄

 

 

 

 

杉 村 信 近

 

草 場 九十

九 

草 場 九十

九 

 

隅 田 ■二

郎 

草 場  晁

 

草 場  晁

 

曽 我 清 雄

清 水 連 郎

昭30年 川 部 佑 吉 山 中 政 吉



ＰＡ会関係歴代幹事長・理事（昭和31年以降） 

年 度 ＰＡ会幹事長 日弁幹事長 日弁副幹事長 弁理士会理事 

昭和31年 

 

32年 

 

33年 

 

34年 

 

35年 

36年 

37年 

38年 

39年 

40年 

41年 

42年 

43年 

44年 

45年 

 

46年 

47年 

48年 

49年 

50年 

田 代 久 平 

 

横 畠 敏 介 

 

山 中 政 吉 

 

黒 川 美 雄 

 

黒 川 美 雄 

小 橋 一 男 

小 橋 一 男 

大 条 正 義 

小 山 欽 造 

岡 部 正 夫 

岡 部 正 夫 

桑 原 尚 雄 

桑 原 尚 雄 

秋 沢 政 光 

秋 沢 政 光 

 

野 間 忠 夫 

高 橋 敏 忠 

安 井 幸 一 

浅 村  皓 

大 塚 文 昭 

 

 

 

 

大 西 冬 蔵

 

 

 

 

黒 川 美 雄

 

 

浅 村 成 久

 

 

奥 山 恵 吉

 

 

 

 

小 橋 一 男

 

 

 

小 山 欽 造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 村 輝 男

西 村 輝 男

三 宅 正 夫

三 宅 正 夫

長谷川   穆

長谷川   穆

 

浅 村  皓

大 塚 文 昭

高 橋 敏 忠

杉 村 興 作

栗 林  貢

会長 

 

副会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

中 松 澗之助

川 部 佑 吉

横 畠 敏 介

中 松 澗之助

黒 川 美 雄

横 畠 敏 介

大 西 冬 蔵

黒 川 美 雄

奥 山 恵 吉

若 杉 吉五郎

浅 村 成 久

小 橋 一 男

大 条 正 義

池 永 光 彌

奥 山 恵 吉

海老根   駿

岡 部 正 夫

湯 浅 恭 三

小 山 欽 造

松 原 伸 之

西 村 輝 男

秋 沢 政 光

野 間 忠 夫

小 橋 一 男

長谷川   穆

 



51年 

52年 

53年 

54年 

55年 

56年 

57年 

58年 

59年 

60年 

61年 

62年 

 
 
 

63年 

 

 

平成元年 

２年 

３年 

４年 

 

５年 

 

６年 

７年 

８年 

 

９年 

 

10年 

西  立 人 

津 田  淳 

杉 村 興 作 

坂 田 順 一 

菊 池 武 胤 

増 井 忠 弐 

村 木 清 司 

柳 田 征 史 

田 中 正 治 

江 原  望 

阿 形  明 

清 水 徹 男 

 
 
 

一 色 健 輔 

 

 

谷  義 一 

小 池 寛 治 

神 原 貞 昭 

渡 辺 望 稔 

 

小 塩  豊 

 

井 上 義 雄 

飯 田 伸 行 

網 野 友 康 

 

村 田  実 

 

大 西 正 悟 

 

 

 

岡 部 正 夫

 

 

秋 沢 政 光

 

 

 

 

長谷川   穆

（前期） 
秋 沢 政 光
（後期） 

 

 

 

 

 

浅 村  皓

 

 

 

 

 

田 中 正 治

 

 

 

 

村 木 清 司

菊 池 武 胤

田 中 正 治

浅 村  皓

田 中 正 治

久保田 藤 郎

柳 田 征 史

浅 村  皓

阿 形  明

江 原  望

一 色 健 輔

谷  義 一

杉 浦 正 知

小 池 寛 治

 

 

神 原 貞 昭

村 木 清 司

網 野 友 康

福 田 賢 三

 

井 上 義 雄

 

飯 田 伸 行

渡 辺 望 稔

加 藤 朝 道

 

小 塩  豊

 

村 田  実

 

 

会長 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 
 
 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

杉 村 興 作

桑 原 尚 雄

小 山 欽 造

浅 村  皓

田 中 正 治

岡 部 正 夫

津 田  淳

坂 田 順 一

三 宅 正 夫

秋 沢 政 光

柳 田 征 史

村 木 清 司

長谷川   穆

阿 形  明

 

江 原  望

菊 池 武 胤

増 井 忠 弐

浅 村  皓

大 塚 文 昭

浅 村  皓

谷  義 一

清 水 徹 男

神 原 貞 昭

小 池 寛 治

田 中 正 治

田 中 正 治

渡 辺 望 稔

加 藤 朝 道



11年 

 

12年 

 

13年 

14年 

15年 

福 村 直 樹 

 

渡 邉 敬 介 

 

松 田 嘉 夫 

福 田 伸 一 

本 多 一 郎 

 

 

 

 

 

谷  義 一

大 西 正 悟

 

松 田 嘉 夫

 

古 関  宏

渡 辺 敬 介

福 田 伸 一

 

 

会長 

 

副会長 

副会長 

村 木 清 司

小 塩  豊

村 木 清 司

飯 田 伸 行

井 上 義 雄

村 田  実

大 西 正 悟

 

 

 



ＰＡ会会員歴代常議員（大正11年以降） 

 

大正11年 曽 我 清 雄 中 松 盛 雄 草 場 九 十 九 飯 田 治 ・  

大正12年 清 水 連 郎 飯 田 治 ・ 草 場 九 十 九 中 松 盛 雄  

大正13年 伊 東  榮 清 水 連 郎    

大正14年      

大正15年 秋 元 不二三 草 場 九十九 曽 我 清 雄   

      

昭和２年 浅 村 良 次 杉 村 信 近 曽 我 清 雄 草 場 九十九  

昭和３年 猪 股 淇 清     

昭和４年      

昭和５年 清 水 連 郎     

昭和６年 清 水 連 郎     

昭和７年 原 田 九 郎     

昭和８年 草 場  晁 竹 田 吉 郎 中 松 澗之助 山 中 政 吉 原 田 九 郎 

 清 水 連 郎     

昭和９年 田 代 久 平 山 田 正 実 清 水 連 郎 草 場  晁 中 松 澗之助 

 山 中 政 吉     

昭和10年 影 山 直 樹 久 高 将 吉 田 代 久 平 山 田 正 美  

昭和11年 浅 村 成 久 沼  正 治 高 橋 松 次 久 高 将 吉  

昭和12年 足 立 卓 夫 湯 川  龍 金 丸 義 男 浅 村 成 久 沼  正 治 

昭和13年 伊 藤  貞 大 條 正 雄 猪 股 正 清 金 丸 義 男 湯 川  龍 

昭和14年 奥 山 恵 吉 曽 我 清 雄 大 條 正 雄   

昭和15年 芦 葉 清三郎 杉 村 信 近 奥 山 恵 吉 曽 我 清 雄  

昭和16年 秋 元 不二三 山 田 正 美    

昭和17年 奥 山 恵 吉 金 丸 義 男 竹 田 吉 郎 山 田 正 実 秋 元 不二三 

 湯 川  龍     

昭和18年 足 立 卓 夫 廣 田  徹    

昭和19年 大 條 正 雄 久 高 将 吉 山 中 政 吉   

昭和20年 秋 元 不二三 金 丸 義 男 竹 田 吉 郎   

昭和21年 奥 山 恵 吉 草 場  晁 久 高 将 吉 山 田 正 実 秋 元 不二三 

 金 丸 義 男 芦 葉 清三郎 影 山 直 樹 竹 田 吉 郎  

昭和22年 荒 木 友之助     



昭和23年 大 西 冬 蔵 田 代 久 平 大 條 正 雄 黒 川 美 雄 荒 木 友之助 

昭和24年 伊 藤  貞 小 山 欽 造 草 場  晁 曽 我 道 照  

昭和25年 横 畠 敏 介 伊 藤  貞 小 山 欽 造 草 場  晁 曽 我 道 照 

昭和26年 大 條 正 雄 若 杉 吉五郎 横 畠 敏 介 大 野 龍之輔  

昭和27年 中 島 喜 六 柴 田 時之助 廣 田  徹 大 條 正 雄 若 杉 吉五郎 

昭和28年 小 川 一 美 小 橋 一 男 田 丸  巖 黒 川 美 雄 中 島 喜 六 

 柴 田 時之助 廣 田  徹    

昭和29年 吉 村  悟 細 川 政之助 黒 川 美 雄 田 丸  巖 小 橋 一 男 

 小 川 一 美     

昭和30年 中 島 喜 六 大 西 冬 蔵 細 川 政之助 吉 村  悟  

昭和31年 小 橋 一 男 光 明 誠 一 中 島 喜 六 大 西 冬 蔵  

昭和32年 松 原 伸 之 高 橋 松 次 柴 田 時之助 廣 田  徹 光 明 誠 一 

 小 橋 一 男     

昭和33年 大 条 正 義 小 山 欽 造 廣 田  徹 柴 田 時之助 高 橋 松 次 

 松 原 伸 之     

昭和34年 小 川 潤次郎 三 宅 正 夫 横 畠 敏 介 岡 本 重 文 大 条 正 義 

 小 山 欽 造     

昭和35年 中 島 和 雄 日 下  繁 三 宅 正 夫 小 川 潤次郎 横 畠 敏 介 

昭和36年 海老根   駿 田 丸  巖 日 下  繁 中 島 和 雄  

昭和37年 桑 原 尚 雄 相 良 省 三 長 城 文 明 海老根   駿 田 丸  巖 

昭和38年 岡 部 正 夫 松 原 伸 之 山 本  茂 長 城 文 明 桑 原 尚 雄 

 相 良 省 三     

昭和39年 山 本   茂（議長） 松 原 伸 之* 岡 部 正 夫* 西 村 輝 男 

 石 川 長 寿     

昭和40年 清 水 陽 一 市 東 市之介 西 村 輝 男 石 川 長 寿  

昭和41年 吉 田  功 渡 辺 迪 孝 岡 野 一 郎 市 東 市之介 清 水 陽 一 

昭和42年 池 永 光 彌（議長） 浅 村  皓 渡 辺 迪 孝  

昭和43年 秋 沢 政 光 小 川 一 美 和 田 義 寛 野 間 忠 夫** 浅 村  皓 

 池 永 光 彌     

昭和44年 長谷川   穆（副議長） 山 下 穣 平 安 井 幸 一 小 川 一 美 

 和 田 義 寛     

昭和45年 大 条 正 義 西  立 人 網 野  誠 長谷川   穆  

昭和46年 栗 林  貢 緒 方 園 子 高 橋 敏 忠 杉 村 興 作 西  立 人 

 網 野  誠 大 条 正 義    

昭和47年 田 代 初 男 草 野  卓 今 井 庄 亮 栗 林  貢 緒 方 園 子 

 杉 村 興 作 高 橋 敏 忠    

昭和48年 小 山 欽 造（議長） 伊 藤 晴 之 大 塚 文 昭 矢 淵 久 成 

 草 野   卓  田 代 初 男   



昭和49年 中 平  治 田 中 正 治 伊 藤 晴 之 大 塚 文 昭 矢 淵 久 成 

昭和50年 津 田  淳 柳 田 征 史 久保田 藤 郎 中 平  治 田 中 正 治 

昭和51年 秋 沢 政 光（議長） 石 原 孝 志 江 原  望 津 田  淳 

 柳 田 征 史  久保田 藤 郎   

昭和52年 後 藤 武 夫 菊 池 武 胤 土 屋  勝 増 井 忠 弐 江 原  望 

 秋 沢 政 光     

昭和53年 中 村 純之助 坂 田 順 一 桑 原 英 明 菊 池 武 胤 土 屋  勝 

 増 井 忠 弐     

昭和54年 三 宅 正 夫（議長） 細 井 正 二 清 水 徹 男 栗 田 忠 彦 

 坂 田 順 一  中 村 純之助 桑 原 英 明  

昭和55年 寺 崎 孝 一 井 上 義 雄 井 出 直 孝 栗 田 忠 彦 清 水 徹 男 

 細 井 正 二 伊 藤  彰    

昭和56年 阿 形   明（議長）伊 藤  彰  村 木 清 司 大 音 康 毅 井 上 義 雄 

 寺 崎 孝 一  井 出 直 孝   

昭和57年 影 山 一 美 加 藤 建 二 小 池 寛 治 佐々木 清 隆 村 木 清 司 

 阿 形  明 

昭和58年 野 間 忠 夫（副議長） 桑 原 尚 雄 野 口 良 三 松 永 宣 行 

 影 山 一 美  佐々木 清 隆 加 藤 建 二  

 一 色 健 舗 鈴 木 秀 雄 森 徹** 

 福 田 賢 三** 

昭和59年 西 村 輝 男 須 賀 総 夫 平 田 忠 雄 浅 村  肇 南  孝 夫 

 湯 本  宏 松 永 宣 行 桑 原 尚 雄 野 口 良 三 野 間 忠 夫 

 一 色 健 舗     

昭和60年 立 石 幸 宏 杉 村 興 作 谷  義 一 小 塩  豊 大 谷  保 

 西 村 輝 男 須 賀 総 夫 平 田 忠 雄 浅 村  肇 南  孝 夫 

 湯 本  宏     

昭和61年 岡 部 正 夫（議長） 大 野 善 夫 明 石 昌 毅 戸 水 辰 男 

 飯 田 伸 行 岩 本 行 夫 立 石 幸 宏 杉 村 興 作 谷  義 一 

 小 塩  豊 大 谷  保    

昭和62年 吉 村  悟 渡 辺 望 稔 加 藤 朝 道 岩 井 秀 生 福 田 賢 三 

 神 原 貞 昭 大 野 善 夫 岡 部 正 夫 明 石 昌 毅 戸 水 辰 男 

 飯 田 伸 行 岩 本 行 夫    

昭和63年 森 徹 渡 辺 龍三郎 橋 本 正 男 小 杉 佳 男 村 田  実 

 吉 村  悟 渡 辺 望 稔 加 藤 朝 道 岩 井 秀 生 福 田 賢 三 

 神 原 貞 昭     

 

平成元年 網 野 友 康 押 本 ・ 彦 小 橋 正 明 杉 浦 正 知 西 村 輝 男 

 森 徹 渡 辺 龍三郎 橋 本 正 男 小 杉 佳 男  

平成２年 阿 形  明 足 立  泉 今 誠 高 梨 範 夫 永 田 武三郎 

 原 島 典 孝 網 野 友 康 押 本 ・ 彦 小 橋 正 明 杉 浦 正 知 

 西 村 輝 男     

平成３年 荒 井 俊 之 田 中 正 治 中 村  豊 舟 橋 栄 子 矢 野 裕 也 

 山 内 梅 雄 阿 形  明 足 立  泉 今 誠 高 梨 範 夫 

 永 田 武三郎 原 島 典 孝    

平成４年 田 中 正 治（議長） 稲 葉 良 幸 江 原  望 香 取 孝 雄 



 神 津 ■ 子 福 村 直 樹 荒 井 俊 之 中 村  豊 舟 橋 栄 子 

 矢 野 裕 也 山 内 梅 雄    

平成５年 長谷川   穆 二 宮 正 孝 大 垣  孝 木 川 幸 治 松 田 嘉 夫 

 加 藤  卓 稲 葉 良 幸 江 原  望 香 取 孝 雄 神 津 ■ 子 

 福 村 直 樹     

平成６年 柳 田 征 史（副議長） 新 垣 盛 克 小 川 順 三 阿 部 和 夫 

 社 本 一 夫 清 水 邦 明 長谷川   穆 加 藤  卓 二 宮 正 孝 

 松 田 嘉 夫 大 垣  孝 木 川 幸 治   

平成７年 阿 部 和 夫 新 垣 盛 克 小 川 順 三 清 水 邦 明 社 本 一 夫 

 柳 田 征 史 川 添 不美雄 久 門  享 河 野  昭 佐 野 邦 廣 

 村 木 清 司 渡 辺  敏    

平成８年 菊 池 武 胤（副議長） 川 添 不美雄 久 門  亨 河 野  昭 

 佐 野 邦 廣 村 木 清 司 渡 邊  敏 上 島 淳 一 宇佐美 利 二 

 大 西 正 悟 加 藤 伸 晃 渡 邉 敬 介   

平成９年 上 島 淳 一 宇佐美 利 二 大 塚 文 昭 大 西 正 悟  

 加 藤 伸 晃 菊 池 武 胤 小 島 清 路 佐久間   剛  

 庄 子 幸 男 本 多 敬 子 渡 邊 敬 介   

平成10年 大 塚 文 昭 岡 部  譲 小 島 清 路 古 関  宏  

 小 林 隆 夫 佐久間   剛 庄 子 幸 男 杉 本 文 一  

 長 沼 輝 夫 本 多 敬 子 増 井 忠 弐 山 田 正 紀  

平成11年 岡 部  譲 大 島  厚 古 関  宏 小 林 隆 夫  

 杉 本 文 一 高 原 千鶴子 田 中 英 夫 長 沼 暉 夫  

 平 木 祐 輔 福 田 伸 一 本 多 一 郎 増 井 忠 弐  

 山 田 正 紀     

平成12年 大 島  厚 高 原 千鶴子 田 中 英 夫 平 木 祐 輔 福 田 伸 一 

 本 多 一 郎 神 原 貞 昭 松 井 伸 一 醍 醐 邦 弘 小 西 富 雅 

 高 見 和 明 神 林 恵美子    

平成13年 神 原 貞 昭 神 林 恵美子 清 水 徹 男 西 岡 邦 昭 井 出 正 威 

 小 西 富 雅 醍 醐 邦 弘 桜 井 周 矩 萩 原 康 司 関  正 治 

 松 井 伸 一  高 見 和 明（副監事長）   

平成14年 清 水 徹 男 西 岡 邦 昭 井 出 正 威 桜 井 周 矩 萩 原 康 司 

 関  正 治 浅 村  皓 春 日  譲 須 田 正 義

 小 野 尚 純(監事) 

平成15年 浅 村  皓 春 日  譲 須 田 正 義 小 林 純 子 狩 野  彰

 中 山 健 一 江 原  望(監事) 

（注:＊２年度議員 ＊＊１年任期） 
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特 許 庁 関 係 各 種 委 員（昭和31年以降） 
 

年 度 弁理士懲戒審議会 弁理士試験審査会 そ  の  他 

昭和31年  海老根   駿（常任） 

竹 田 吉 郎（臨時） 

[工業所有権制度改正審議会] 

 竹 田 弥 蔵 

 中 松 澗之助 

 田 代 久 平 

 豊 田 時次郎 

32年 大 野 柳之輔 海老根   駿（常任） 

田 代 久 平（臨時） 

[工業所有権制度改正審議会] 

 竹 田 弥 蔵 

 田 代 久 平 

 豊 田 時次郎 

33年 田 代 久 平  [工業所有権制度改正審議会]  

 竹 田 弥 蔵 

 田 代 久 平 

 豊 田 時次郎 

34年 田 代 久 平   

35年 高 橋 松 次 小 川 潤次郎（常任）  

36年 高 橋 松 次 小 川 潤次郎（常任）  

37年  奥 山 恵 吉（常任） 

小 橋 一 男（臨時） 

[工業所有権制度改正審議会] 

 大 野   晋 

38年  奥 山 恵 吉（常任） 

森  健 吾（常任） 

[工業所有権制度改正審議会] 

 大 野   晋 

[特許分類評議会] 

 大 野   晋 

39年   [工業所有権制度改正審議会] 

 大 野   晋 

[特許分類評議会] 

 大 野   晋 

 伊 藤   貞 

[有用発明選定委員会] 

 大 条  正義 

40年   [工業所有権制度改正審議会] 

 大 野   晋 

[特許分類評議会] 

 大 野   晋 

 伊 藤   貞 
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年 度 弁理士懲戒審議会 弁理士試験審査会 そ  の  他 

昭和41年  〔試 験 部 会〕 

小 山 欽 造 

[工業所有権審議会] 

 奥 山 恵 吉 

 大 条 正 義 

42年  〔試 験 部 会〕 

小 山 欽 造 

[工業所有権審議会] 

 奥 山 恵 吉 

 大 条 正 義 

44年  〔試 験 部 会〕 

三 宅 正 夫（臨時） 

[工業所有権審議会制度改正部会] 

 湯 浅 恭 三 

[工業所有権審議会産業別審査基準作成評議会] 

 小 林 正 雄（評議委員） 

 田 中 博 次（評議委員） 

 小 橋 一 男（特別評議員） 

[工業所有権審議会] 

 大 条 正 義 

[多項制研究会] 

 浅 村   皓 

[医薬特許研究会] 

 小 林 正 雄 

[特許分類評議会] 

 大 野   晋 

45年  〔試 験 部 会〕 

西 村 輝 男（臨時） 

[工業所有権審議会産業別審査基準作成評議会] 

 小 林 正 雄 

 田 中 博 次 

[工業所有権審議会有用発明選定委員会] 

 小 山 欽 造 

[工業所有権審議会] 

 大 条 正 義 

46年 〔懲 戒 部 会〕 

中 島 喜 六 

〔試 験 部 会〕 

岡 部 正 夫（臨時） 

[工業所有権審議会特許分類評議会] 

 大 野   晋 

 小 林 正 雄 

[工業所有権審議会微生物懇談会] 

 西   立 人 

[工業所有権審議会] 

 大 条 正 義 

47年  〔試 験 部 会〕 

田 中 博 次 

 （S47. 4. 1－S49. 3.31） 

〔試 験 部 会〕 

吉 村  悟   

 （S47. 4. 1－S49. 3.31） 

[工業所有権審議会制度改正部会] 

 小 山 欽 造 

  （S47. 7.26－S48. 3.19） 

[工業所有権審議会] 

 大 条 正 義 
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48年  〔試 験 部 会〕 

長谷川   穆 

 （S48. 4. 1－S49. 3.31） 

[工業所有権審議会制度改正部会] 

 岡 部 正 夫 

  （S48. 8.15－S50. 3.19） 

[工業所有権審議会] 

 大 条 正 義 

[特許分類審議会] 

 大 野   晋 

 小 林 正 雄 

49年  〔試 験 部 会〕 

西  立 人（臨時） 

[工業所有権審議会制度改正部会] 

 小 橋 一 男 

  （S49. 5. 8－S50. 3.19） 

[工業所有権審議会] 

 大 条 正 義 

50年  〔試 験 部 会〕 

野 間 忠 夫（臨時） 

[工業所有権審議会] 

 岡 部 正 夫 

 大 条 正 義 

51年 〔懲 戒 部 会〕 

大 条 正 義  

 （S51. 1. 1－S52.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

大 条 正 義 

[工業所有権審議会] 

 岡 部 正 夫 

53年  〔試 験 部 会〕 

野 間 忠 夫（臨時） 

[工業所有権審議会] 

 小 山 欽 造   

  （S53. 5. 1－S54. 3.19） 

54年  〔試 験 部 会〕 

安 井 幸 一（臨時） 

 （S54. 1. 1－S54.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

大 塚 文 昭（臨時） 

 （S54. 1. 1－S54.12.31） 

 

[工業所有権審議会] 

 西 村 輝 男  

  （S54. 7.18－S56. 7.17） 

[パリ条約改正等準備委員会] 

 浅 村   皓 

 

55年  〔試 験 部 会〕 

安 井 幸 一（臨時） 

 （S55. 1. 1～S55.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

大 塚 文 昭（臨時） 

 （S55. 1. 1～S55.12.31） 

 

56年  〔試 験 部 会〕 

松 原 伸 之（臨時） 

 （S55. 1. 1～S55.12.31） 

 

[工業所有権審議会] 

 岡 部 正 夫 

  （S56. 4.28～S58. 4.27） 

 網 野   誠 

  （S56. 7.18～S58. 7.17） 
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57年  〔試 験 部 会〕 

玉 蟲 久五郎 

 （S57. 1. 1～S58.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

松 原 伸 之 （臨時）

 （S57. 1. 1～S57.12.31） 

 

58年  〔試 験 部 会〕 

浅 村  皓（臨時） 

 （S58. 1. 1～S58.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

内 田  明（臨時） 

 （S58. 1. 1～S58.12.31） 

 

59年  〔試 験 部 会〕 

浅 村  皓（臨時） 

 （S59. 1. 1～S59.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

内 田  明（臨時） 

 （S59. 1. 1～S59.12.31） 

 

60年   [工業所有権審議会] 

 秋 沢 政 光 

  （S60. 5.20～S62. 5.19） 

 岡 部 正 夫 

  （S60. 8.15～S62. 8.14） 

61年    

62年   [工業所有権審議会] 

 岡 部 正 夫 

  （S62.10.5～H 1.10. 4） 

[標準仕様研究会] 

 田 中 正 治（委員） 

 神 原 貞 昭（専門委員） 

  （S62. 2～S63. 2） 

63年  〔試 験 部 会〕 

清 水 徹 男     

 （S63. 1. 1～H 1.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

田 中 美登里（臨時） 

 （S63. 1. 1～S63.12.31） 

[工業所有権審議会] 

 長谷川   穆 

  （S62. 5.30～H 1. 6. 9） 

平成１年  〔試 験 部 会〕 

清 水 徹 男 

 （S63. 1. 1～H 1.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

村 松 貞 男 

 （S63. 1. 1～H 1.12.31） 

〔試 験 部 会〕 

中 島  敏（臨時） 

 （S64. 1. 1～H 1.12.31） 

 



－ 75 － 

２年  〔試 験 部 会〕 

中 島  敏（臨時） 

 （H 2. 1. 1～H 2.12.31） 

[工業所有権審議会] 

 神 原 貞 昭 

  （H 1. 9.20－H 3. 9.19） 

 

３年   [工業所有権審議会] 

 神 原 貞 昭 

  （H 1. 9.20－H 3. 9.19） 

４年   [工業所有権審議会] 

 大 塚 文 昭 

  （H 3.10.11－H 5.10.10） 

５年  〔試 験 部 会〕 

緒 方 園 子 

 （H 4. 1. 1～H 5.12.31） 

村 木 清 司（臨時） 

 （H 5. 1. 1～H 5.12.31） 

[工業所有権審議会] 

 浅 村   皓 

  （H 5. 4.10－H 5.12.19） 

 大 塚 文 昭 

  （H 3.10.11～H 5.10.10） 

 岡 部 正 夫 

  （H 4.12.20～H 5.12.19） 

６年  〔試 験 部 会〕 

鈴 木 秀 雄 

 （H 6. 1.13～H 8. 1.12） 

村 木 清 司（臨時） 

 （H 6. 1.13～H 6.12.31） 

 

[工業所有権審議会] 

 大 塚 文 昭 

  （H 5.11.19－H 7.11.18） 

[分類改正委員会] 

 大 西 正 悟 

  （H 5.11.19～H 7.11.18） 

７年  〔弁理士審査会〕 

松 尾 和 子 

 （ H 8. 1.13 ～ H10. 

1.12） 

[分類改正委員会] 

 西 岡 邦 昭 

  （H 7.12.12－H 9.12. 5） 

[商品・サービス国際分類改正委員会] 

 押 本 ・ 彦 

  （H 7. 6. 6～H 9. 6. 5） 

９年  〔弁理士審査会〕 

松 尾 和 子 

 （H 9. 1.13～H10. 1.12） 

[分類改正委員会] 

 西 岡 邦 昭 

  （H 7.12.12－H 9.12. 5） 

[商品・サービス国際分類改正委員会] 

 押 本 ・ 彦 

  （H 9. 6. 6～H11. 6. 5） 

[工業所有権審議会] 

 田 中 正 治 

  （H 9. 4.18～H10. 3.14） 

10年  〔弁理士審査会〕 

谷  義 一（常任） 

 （H10. 1.13～H12. 1.12） 

星 川 和 男（臨時） 

 （H10. 1. 1～H10.12.31） 

[商品・サービス国際分類改正委員会] 

 押 本 ・ 彦 

  （H 9. 6. 6～H11. 6. 5） 

[工業所有権審議会] 

 大 塚 文 昭（臨時）  

  （H 9.12.15～H11.12.14） 
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11年  〔弁理士審査会〕 

谷  義 一（常任） 

 （H10. 1.13～H12. 1.12） 

竹 内 英 人（臨時） 

 （H11. 1.20～H11.12.31） 

星 川 和 男（臨時） 

 （H11. 1.20～H11.12.31） 

[工業所有権審議会] 

 大 塚 文 昭 

  （H 9.12.15～H11.12.14） 

12年  〔弁理士審査会〕 

加 藤 朝 道（臨時） 

 （H11.12.14～H12.11.30） 

徳 永  博（臨時） 

 （H11.12.14～H12.11.30） 

[工業所有権審議会] 

 村 木 清 司 

  （H12. 7.27～H13. 1. 5） 

13年  〔工業所有権審議会〕 

加 藤 朝 道（臨時） 

 （ H12.12. 1 ～

H13.11.30） 

徳 永 博 任（臨時） 

 （ H12.12. 1 ～

H13.11.30） 

小 池 寛 治（臨時） 

 （ H12.12. 1 ～

H13.11.30） 

稲 葉 良 幸（臨時） 

 （ H12.12. 1 ～

H13.11.30） 

[経済産業省独立行政法人評価委員会] 

 松 田 嘉 夫 

  （H13. 1～） 

[産業構造審議会] 

 谷   義 一 （臨時）  

  （H13. 4.27～H14. 4.26） 

14年  〔工業所有権審議会〕 

小 池 寛 治（臨時） 

 （ H12.12. 1 ～

H13.11.30） 

稲 葉 良 幸（臨時） 

 （ H12.12. 1 ～

H13.11.30） 

足 立  泉 

 （ H13.12. 1 ～

H15.11.30） 

[経済産業省独立行政法人評価委員会] 

 松 田 嘉 夫 

  （H13. 1～） 

[産業構造審議会] 

 押 本 ・ 彦（臨時）  

  （H14. 4.27～H15. 4.26） 

15年  ［工業所有権審議会］ 

足 立  泉 

 

柳 田 征 史 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

萩 原 康 司 
 

 私が会報部会の幹事を担当するのは今回で２回目です。本来ならば２回目

になると作業にも慣れ、会報誌の内容が向上するはずですが、なかなかそう

もいきません。やはり本年度も発行間際には時間に追われてどたばたしてし

まいました。実はこの編集後記も、一番最後になって印刷会社の方から「編

集後記まだですよ～」と指摘され、慌てて書いている有様です。人間の性格

はそう簡単には変らないことを今更ながら実感しています。 

 最後になりましたが、お忙しい中にもかかわらず執筆依頼を快くお引受け

くださった皆様に、この場をお借りしてお礼を申し上げます。また、その他

関係者の方々にもお礼申上げます。 

 

編 集 後 記
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